
 

 

 

 

建 設 経 済 環 境 委 員 会 記 録 

 

日  時  令和６年９月２４日（火） 

午前１０時００分 ～ 午前１１時０３分 

午前１１時０９分 ～ 午前１１時５６分 

午後 零時５８分 ～ 午後 １時５５分 

午後 ２時００分 ～ 午後 ２時３１分 

場  所 第５・第６委員会室 

出席委員 

◎小松  幸子  ○岡田  智佳  

 上橋しほと   佐藤   浩   坂巻  重男   助川  忠弘   

 田口  康博   橋口  幸生   松本  寛道   

委 員 外 

出 席 者 
 なし 

欠席議員  なし 

説明のた

め出席し

た者 

 
副市長（奥田謁夫） 

環境部長（後藤義明） 

次長兼廃棄物政策課長（村松宏樹） 環境政策課長（田口 史） 

清掃施設課長（太田 聡） 環境サービス課長（新井賢蔵） 

北部クリーンセンター所長（奥野明敬） 南部クリーンセンター所長（奥村和徳） 

経済産業部長（込山浩良） 

産業政策・スタートアップ推進課長（寺嶋 浩） 

商工観光課長（北村崇史） 農政課長（中村 亮） 公設市場長（直江将志） 

都市部長（坂齊 豊） 

次長兼建築指導課長（平久和則） 次長兼北柏駅周辺整備課長（大部浩史）  

住宅政策課長（齊藤清一） 公園緑地課長（浅野信幸）  

公園緑地課副参事（永野 収） 市街地整備課長（伊藤浩之）  

中心市街地整備課長（石戸則利） 

土木部長（内田勝範） 

次長兼道路総務課長（松本昌章） 道路保全課長（湯浅清民）  

交通政策課長（原 晃一） 道路整備課長（田上秀典） 

上下水道事業管理者（飯田晃一） 上下水道局理事（小川靖史） 

経営企画課長（野口浩志） 料金課長（小池久美子） 

水道工務課長（新井知己） 下水道工務課長（松崎和広） 

その他関係職員 
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                  〇            

              午前１０時開会  

〇委員長  それでは、ただいまから建設経済環境委員会を開会いたします。  

                              

〇委員長  初めに、傍聴についてですが、申出の人数が 10人を超えた場合には当委

員会室に傍聴者全員が入ることはできません。そこで、当委員会室で傍聴できる方

を傍聴受付の先着順としたいと思います。いかがでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、傍聴を許可することとし、当委員会室で傍聴する方は傍聴受

付の先着順によることとします。委員会室に入室できなかった方につきましては、

控室で音声を聞くことができますので、よろしくお願いいたします。  

 では、本日は配付の審査区分表に従い、審査を進めてまいりたいと思います。な

お、質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分の質疑が終了した後１件

ずつ行います。  

 委員長から執行部にお願いいたします。答弁に当たっては、委員長と発言の上、

挙手をしてくだい。発言の許可を得た上で、必ず所属と名前を述べ、簡明な答弁に

努められるようお願いいたします。また、答弁漏れのないよう御注意お願いいたし

ます。  

 なお、執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは反問し

ますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また、

反問が終了した際はその旨の発言をしてください。  

 重ねてお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナー

モードに設定してください。また、持込みが認められたタブレット端末及びパソコ

ン以外の電子機器の持込みは禁止されていますので、御注意ください。また、答弁

と関係のない用途でのパソコンの使用は控えていただくとともに、使用の際は打鍵

音、キーボードを入力する際の音に注意していただくようお願いいたします。  

                               

〇委員長  それでは、議案審査に入ります。  

 議案の審査に当たって質疑を行う際には、くれぐれも一般質問とならないよう御

注意願います。  

 まず、議案第１区分、議案第 21号、令和５年度柏市一般会計歳入歳出決算の認定、

当委員会所管分について、議案第 23号、令和５年度柏市公設総合地方卸売市場事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第 26号、令和５年度柏市柏都市計画事

業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第 31号、

令和５年度柏市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第 32号、令

和５年度柏市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての５議案を一括し

て議題といたします。  

 質疑に入る前に委員長より申し上げます。本年９月６日まで監査委員だった助川
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委員におかれましては、議会運営委員会での申合せにより、決算議案に関する質疑

については遠慮していただくようお願いいたします。  

 それでは、本５議案について質疑があればこれを許します。  

〇田口  では、お願いいたします。まず、議案第 21号、令和５年度の決算について

です。報告書の 81ページ、それから決算書の 445ページに関しますそごうの不動産鑑

定についてですけれども、その１、その２というのがあります。その違いとその金

額の違いを教えてください。  

〇中心市街地整備課長  その１のほうが日本不動産研究所への委託になります。そ

の２のほうは国土地理研究所になりまして、日本不動産研究所のほうは日本全国で

展開している業者で、国土地理研究所のほうは柏市内の業者でございます。なぜこ

の委託２件発注したかと申しますと、１件は柏市に精通しているということから、

地元の状況がよく分かるということで地元の業者を選定しました。とはいえ、もう

一者の選定については、なかなか市内でもああいう大きな建物を含んだ土地の鑑定

というのが難しいということの御意見がありましたので、その中からちょっと我々

のほうで選定をさせていただいて、日本不動産研究所のほうで算定をいただくこと

になりました。  

 その違いは、両者とも更地価格の土地の鑑定書はどちらも算定いただいたんです

けれども、日本不動産研究所のほうについては、地下を残置することになりました

ので、地下に残置する構造物、こちらを撤去する価格、こちらを算定していただい

たものです。土地の更地については、両者とも鑑定士の資格の下、約 100億円程度の

鑑定額を提示されておりますが、日本不動産研究所の地下の撤去分については 10億

円を算定いただいて、およそ 100億円、正確には 96億円引く 10億円、こちらを引き算

した 86億円で不動産鑑定書を提出していただいたものになります。以上です。  

〇田口  片方に地下に残置する構造物を入れないと入れるの違いを出したのはなぜ

でしょうか。  

〇中心市街地整備課長  不動産鑑定士がいる不動産鑑定所は幾らでもあるんですけ

れども、こちら日本不動産研究所のほうは１級建築士を多く抱えるということで、

日本国内では優秀な実績が飛び抜けて一番多いというところで、ヒアリングをした

らそういったことも可能だということで、１者についてはそういった不動産の査定

ができるということで、１者についてそちらをお願いしたものです。以上です。  

〇田口  以前もちょっとお話ししましたけれども、今のお話を聞いても結論ありき、

この会社に決めたということで選定されている印象を受けるんですが、この点につ

いていかがでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  不動産鑑定については、報酬による金額をお支払いするこ

とになります。ですから、一般競争とか、そういったところで競争させて業者を決

めるということではなくて、ヒアリングをした中でそういったことが可能かという

ところをお聞きした中で、今回に見合う報酬額を１者の随意契約で契約するという

方式になっております。以上です。  
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〇田口  すみません、この件後ほどちょっとまた詰めてお話ししたい、時間があれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、続けまして、そごうの買取りについてなんですけれども、令和５年の

６月議会で太田市長が取得に向けて交渉に着手しますと、こう述べて、施政方針の

中で述べています。この時点での土地の状況はどうなっていたかということと柏市

の体制、外郭団体、それから三井側の体制、どのようになっていたでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  当時の土地の状況は、土地の上に建物がそのまま載っかっ

ているという状況で、測量もされておらず、廃墟のような建物が建っているという

状況です。人員の体制についてですけれども、三井不動産のほうもあそこの土地を

どうするかというと ころが三井不動産本 社のほうで検討する 部隊がありましたの

で、そこのほうで検討いただいていたということで、我々はそこの部署に対して６

月以降、用地の交渉をさせていただきました。以上です。  

〇田口  それでは、そのとき既に三井は全ての土地を取得していたということでし

ょうか。  

〇中心市街地整備課長  50年前の再開発ビルですので、 50年前の地権者さんがいる

土地、建物の所有がありました。そごうが閉店した今から９年ぐらい前に、まずそ

ごうの持ち分を三井不動産が所有をして、それ以外の地権者さんに対しては三井不

動産自らで交渉いただいたと。令和３年の 11月に全ての権利が三井不動産に動いた

ということで確認しております。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。それでは、そごう買取りまでの主に市の対応の

スケジュール、これを幾つかの段階に分けられると思うんですけれども、その幾つ

か分けた段階、それぞれ説明、簡単で結構ですけれども、時期が重なっても構いま

せんが、その段階、ステージというのを分けられれば教えてください。  

〇中心市街地整備課長  ６月の議会以降、仮契約を結んだ５月 15日までで 27回ほど

用地交渉をしております。その 27回のうち、各段階がありますが、まずは土地を売

ってくれる可能性があるのかというところを６月以降詰めております。その中で可

能性があるというお話を受けたので、用地の測量やら不動産の鑑定やら、我々とし

ては行っております。契約に向けて細かい話を調整していた時期がかなり長くて、

最終的には令和６年２月 19日に基本合意を結んだんですが、基本的にはそこまでで

20回ほど交渉しておりまして、２月の 19日の基本合意を受けて、あとは手続的なと

ころの調整でその後取り組んでおりました。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、それぞれの段階、ステージにおいて業

務のいわゆるマネジメント手法、例えば仮説検証型のＰＤＣＡサイクルとか、ＯＯ

ＤＡループとか、いろいろありますけれども、こうったことを何か意識して動いて

いらっしゃいましたか。  

〇中心市街地整備課長  特に意識をしてＰＤＣＡサイクルの中で活動していたこと

ではありませんが、市の内部も含めて大きな金額になるというのは途中段階で分か

っておりましたので、そういったところでは慎重に進めながら取り組んでいきまし
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た。あとは、取引の条件みたいなところが幾つかございましたので、そういったと

ころで市としても了承できるのかというところで調整をしておりました。以上です。 

〇田口  ありがとうございます。ビジネスという意識がもちろんあったと思います

けれども、これを具体的にどのように発揮されましたか。  

〇中心市街地整備課長  ビジネスという視点では、 86億円という額が非常に大きい

ですので、 86億円が高いのか安いのかという議論になるかと思いますが、金額自体

は適正な価格で購入したということ以外はございませんが、これをいかに活用する

のかというところを頭に入れながら、まずは取壊しまでの２年間でこれからいろい

ろ検討することになると思うんですけれども、課題となっている駅前の交通だとか、

あとはこれから求められるであろう空間だとか、そういったところを検証していく

ことになると思っております。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、先ほどの不動産鑑定のことにも関わる

んですけれども、情報公開、議員の資料請求なども含めまして、この情報を出され

たのが、以前もお話ししましたけれども、５月の末ということで遅いという指摘を

しましたが、このことについて現時点ではどのように評価をしていらっしゃいます

か。  

〇中心市街地整備課長  開示の請求を受けてから、適正な手続にのっとって時間が

かかるのは致し方なかったかなと思っております。今回の鑑定書については、柏市

の中でもなかなかこれまでの開示請求の事例があまりないということから、行政課

とはかなり深く調整をさせていただきながらも、あとは第三者照会という、こちら

を請け負っていただいた業者さんにそれぞれ開示できるかできないかというのを相

当な期間かけて聞くということも発生しております。そういった手続を踏まえて５

月末になってしまいました。以上でございます。  

〇田口  業者に聞くというところが、すみません、私はあまりよく分からないんで

すけれども、また教えていただければと思っております。ただ、以前お話ししまし

たように、情報公開が原則だという点に立てば、当初からの準備というのはあり得

たんではないかなと思いますが、これについていかがでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  基本的には情報公開を前提にいろんな物事を取り組んでお

りますが、先ほどお答えしたように、必ず第三者が作った資料については、第三者

照会というのが必要になります。そこにはある程度の期間を与えてあげないとその

業者さんの判断もつかないということで、なおかつこちらの業者さん、鑑定評価書

を情報公開されたことがないということもありましたので、そこら辺は慎重に会社

として恐らくリーガルチェックなんかをしていただきながら第三者照会の回答をい

ただいたということになります。以上です。  

〇田口  そごう取得までの要するに時間がなくてということを意味するのかと思う

んですが、全体のスケジュールがタイトだったという意識はありますでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  非常にタイトな中での交渉をしてきたなと、これでも１年

ぐらい三井さんには待っていただていている状況になりますので、そういった中で
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我々もタイトな中でいろいろ物事を進めてきたという認識はございます。以上です。 

〇田口  大変御苦労はあったと思うんですけれども、もう少し柏市のペースでやる

ことはできなかったか、検証できませんか。  

〇中心市街地整備課長  こちらも用地交渉の中なんですけれども、なるべく急がな

くちゃいけない状況もありまして、というのは三井不動産さん固定資産税も年々お

支払いいただいている状況でございます。彼ら、６月の前時点では権利を一本化さ

れた状態で、例えば一般的なマンション開発をするのか、それとも第三者に売るの

かという検討をしていた状況でございます。一本化されてから、我々が６月にお話

をさせていただくだけでももう既に６か月経過しておりまして、そこからさらに１

年経過しての契約になっておりますので、致し方なかったかなというふうに判断し

ております。以上です。  

〇田口  固定資産税云々の話は、すみません、私はちょっと三井側の問題なのでよ

く理解できないんですけれども、この点もまたお話ししながらゆっくり理解させて

いただければとは思います。  

 それでは、すみません、そごう取得の業務について基本的には適正であったとい

うようなお話ですけれども、しかし先ほど言いましたように、いろんな評価を含む

マネジメントの中で部とか課の中で改善すべきだったという点はなかったんでしょ

うか、済んだことでしょうけれども、お話しいただければと思います。  

〇中心市街地整備課長  現時点で特にこれまで取り組んだ１年間について課題が明

確化されてはおりませんので、今後出てくればそういったことも必要かなと思って

おりますけれども、現時点では特にそういったところはないという認識でございま

す。以上です。  

〇田口  どんな事業であっても、改善すべきだったという点がないということは私

は通常のビジネスにおいてはあり得ないと思うんですけれども、そこはもうこれが

決まって大分たつわけですから、これが明確化されていないということはにわかに

は信じがたい、そういう御発言だと思っております。この点以上で、では続けて。  

〇委員長  続けてお願いします。  

〇田口  それでは、報告書の 60ページで決算書の 351、352です。お願いいたします。

それでは、こちらの上のほうの手賀沼浄化対策事業、失礼いたしました、左側です。

左の下になります。こちらのほう、ＰＦＡＳ汚染の３月の調査が入っているのかと

は思うんですけれども、こちらは決算書ではどこに当たりますでしょうか。  

〇環境政策課長  ３月の委託、これは河川の金山落と水路の委託ということでよろ

しいかと思うんですけども、この金額は決算書でいいますと 351ページの公共用水域

の水質常時監視の委託料、この中にＰＦＡＳ分が 45万 1,000円ということで含まれて

おります。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、続けまして報告書の 61ページ、先ほど

ちょっとお話ししてしまいましたけれども、それからその次にもあるんですが、次

の次のページですね、放射線対策事業なんですけれども、空間放射線の測定をずっ
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としていらっしゃるというのは認識しているんですけれども、手賀沼の湖底などの

堆積物、こちらについての調査、県と環境省がやっているようですけれども、柏市

は特にはやっていないということでしょうか。  

〇環境政策課長  柏市のほうでは実施しておりません。以上です。  

〇田口  この報告書の 61ページの手賀沼浄化対策事業の中では、この湖底の放射線

対策について勉強会なども書いてあるようですが、話をされるということはないと

いうことでしょうか。  

〇環境政策課長  手賀沼浄化対策事業については、これは千葉県が事務局となって

手賀沼周辺の自治体参加している協議会になるんですけども、基本的にはお話とし

ては手賀沼の水質改善の取組がメインとなっておりまして、そのほかは特定外来種

の駆除であったりとか、または水生植物の再生活動用事業などがメインとなってお

りまして、現時点では放射線に関しての議論というのはない状況です。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。空間の放射線の値が特に問題はないというのはい

ろんなところ見ると分かるんですけれども、しかし東京新聞６月 17日に関東の湖底

などの調査独自にやっているということで出ていたんです。市、あとは県の値も出

ているんですが、大堀川調整池、場所としては流山になるみたいなんですけども、

ここで提出の放射線量が高いと、関東の中で一番高いということなんですが、です

ので、ここは平成 25年に新しくなったところで、そういうところでも高い値が出る

というのは周りから流入してくる、放射線が、セシウムですね、特に。あるという

ことなんですけども、これちょっと雨が降ると下流のほうの大堀川、それから手賀

沼のほうに流れていくのかと、浅いところでは人への影響もあるのかということも

少し考えるんですが、そういった観点で放射線の対策というのは考えられたことは

あるでしょうか。  

〇環境政策課長  今田口委員から御提案のあった視点での取組というのは今のとこ

ろないんですが、今後手賀沼水質改善保全協議会、事務局やっている県のほうに少

しその辺提案して、近隣自治体でどういった取組ができるか検討していきたいと考

えます。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、報告書の 61ページ、決算書の 356ページお願いします。同じところです、

報告書は。自治体新電力のポテンシャル調整委託ということですけれども、これは

お話がありましたけれども、コンサルタント業者、ＰＰ社という頭文字でいうとこ

ろですかね。焼却炉での発電ということでコンサルタントしたようですけれども、

コンサルタントの内容はそのごみ焼却場の発電のみだったんでしょうか。  

〇環境政策課長  今回の自治体新電力のポテンシャル調査に関しましては、市の北

部クリーンセンター、南部クリーンセンターの廃棄物発電の余剰分プラス旧沼南町

の最終処分場跡地に設置を今予定しております太陽光発電設備、これの３つの電源

を活用した自治体新電力の設立に関しての可能性を調査いたしました。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。また補正予算のとこでもちょっとお話をと思って
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おります。よろしくお願いいたします。  

 それでは、続けまして報告書の 66ページ、決算書の 388ページからということにな

ります。こちらのほうで左上の南部のほうに３番としてごみ出し困難者支援収集事

業というのが書いてありまして、申請数が 409件ということなんですけれども、これ

はほかの北部が下で、それから組合のほうが右上でということになっているんです

けれども、この支援事業の数というのはこれ市全部ということでしょうか、南部の

とこに書いてありますが。  

〇南部クリーンセンター所長  このごみ出し困難者の事業の数につきましては、柏

市全域になります。旧沼南、旧柏、全域です。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。この申請は年々増えている、これは累計でとい

うことの数だと思うんですけれども、年々増えていて、その増え方といいますか、

年々の増え方の数は、およそで増えているか、減っているかという、そういうレベ

ルで結構ですけど。  

〇南部クリーンセンター所長  ５年度末につきましては 409件、ちなみに４年度末に

つきましては 220件になっておりますので、約 200件、１年間で増えているという状

況でございます。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。それでは、これひっくるめてということになる

んですけども、ごみのですね。柏市全体としてごみの収集量というか、排出量とい

いますか、そういったものの変遷と、それからごみ減量についてのお考えをお聞か

せください。  

〇次長兼廃棄物政策課長  ごみの量につきましては、年々減っているというのが状

況ではあります。要因が１つということではなくて、いろいろあるかと思うんです

けれども、特に今年度の減り方を見てみますと、特定の可燃ごみだけとか、そうい

うことではなくて、あらゆるごみの種類で減っているというところを見ますと、恐

らく物価の高騰でいろいろ買い控えだったりだとか、あと資源のところでいうと、

なるべく例えば容器包装であるとか、そういうのを軽量化されてきたりとか、なる

べくプラスチックを減らしていこうと、そういう世の中の流れというのもあるかと

思います。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、これは決算書になるんですけども、395ペ

ージ、こちらに真ん中辺り、 27の（１）、（２）もですけれども、放射能汚染塵芥

処理対策事業ということなんですが、これはこのごみの中の放射線を定期的に行っ

ているということでしょうか。  

〇南部クリーンセンター所長  今おっしゃった 27の（２）番、南部クリーンセンタ

ーを一例と挙げさせていただきますけれども、これにつきましては放射能事故以前

にかかっていた焼却灰の処理経費、それが処理の仕方を放射能事故があった影響で

変わっていますので、その変わった分、現在と過去を比べた場合の増えた純増分に

ついてここに計上しているということになります。ですので、南部でいいますと焼

却灰を従前では溶融という形をしていたんですけれども、溶融することができなく
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なってしまいましたので、民間の最終処分場に処分しています。その処分経費とい

うのがプラスかかってきていますので、それがここに出ている約１億 4,000万円とい

うことになっています。以上になります。  

〇田口  南部ということですけれども、南部と北部で要するにガラス固化、すみま

せん、私どちらがどっちかちゃんと把握していないんですけど、教えていただけま

すか。  

〇南部クリーンセンター所長  溶融と申したのは南部クリーンセンターだけの機能

でして、金額比較しますと北部ですと約 200万円、南部ですと１億 4,000万円かかっ

ていて、溶融をしていたのは南部だけですので、焼却灰の処理費というのが南部分

だけ多くかかっています。それと、先ほど委員がおっしゃっていましたように、放

射能焼却灰を処分するに当たって焼却灰の濃度というのも定期的に測っていますの

で、その経費分が南部と北部と両方かかっているということになります。以上です。 

〇田口  ありがとうございました。それでは次、報告書の 71ページ、決算書の 404ペ

ージになります。農業についてなんですけども、新規就農者の支援及び地産地消の

推進ということなんですけれども、就農のイベントというのが東京などで就職あっ

せん会社など、こういうものが定期的に行われているんですけれども、こういった

ところにブースを出したりしたことがあるでしょうか。  

〇農政課長  新規就農のブースにつきましては、柏市として出展したことは今まで

ございません。以上です。  

〇田口  私、そのイベントといいますか、見学はしたことあるんです。柏市がブー

スを出さないのはなぜでしょうか。  

〇農政課長  新規就農者につきましては、なかなかサラリーマンで勤めるのとは違

って農業で生計立てていくのはかなり難しい面がございます。柏市におきましても

就農希望者の相談受けてはおるんですけども、なかなか相談だけで終わってしまう

とか、それから就農した安定した定着を市では目指しておりますので、この点から

市でも里親農家制度、地域の農家さんに入っていただいてやっていく制度で行って

おります。やはりブースに出して、例えば 10人募集しますという形で 10人来られま

した。10人が必ず就農して育つということがなかなか難しいという面がございます。

ですので、どうしても柏でやりたい、その人は覚悟を持って厳しい中でもやるんだ

よということを相手の方と意思疎通をして行っておるところでございます。以上で

す。  

〇田口  ありがとうございます。ただ、柏市で十分支援をした上で、やはりブース

を出すレベルにまで 市は持っていかない といけないんじゃな いかなと思うんです

が、その辺りを期待しますということで、ここは終わりにいたします。  

 では、続けて、すみません。報告書の 75ページ、決算書は 425ページです。こちら

に建物、建築物の耐震改修促進の助成ということで、これは去年は増減ゼロ％、今

年は増えたということですね。また後ほどのお話になるかと思うんですが、この中

で表の中でマンション耐震診断費補助金がゼロということで、以前資料請求もさせ
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ていただいて、ぽつりぽつり１件というのが令和元年、令和３年というのであった

ということなんですけれども、このマンション耐震診断がゼロの理由というのを教

えていただけますでしょうか。  

〇次長兼建築指導課長  まず、共同住宅の耐震化率、一般的に指標として用いてい

る耐震化率が柏市内で共同住宅については 98％になっているというのがまず１点あ

ると思います。あと、この補助の対象が分譲の共同住宅なんですけれども、やはり

相談は毎年あるんですけれども、なかなか皆さんの合意が得られないと、耐震性が

ないというのが明らかになることに対する不動産価値とか、いろいろの問題を多分

考えられているんだろうと思うんですが、なかなか皆さんの同意が得れないという

のが理由だというふうに考えております。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、これに関連してなんですけれども、改

正マンション管理適正化法というのが 2020年に改正されて、 2022年４月から施行と

いうことなんですけれども、この効果というのは全くないという感じでしょうか。  

〇住宅政策課長  マンション法の改正に伴いまして、我々のほうとしましてもマン

ションの管理組合のほうにいろんな情報を提供してやっております。例えばアドバ

イザーを派遣したりですとかという形で皆さんのお悩みに答えていくということを

やっております。その中でマンションの管理計画の認定制度というものもスタート

しておりまして、これも順調に伸びてきているところでございます。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。この法律が生かされるよう、耐震診断までこぎつ

ければいいなと、管理組合の組織もなんですけれども。  

 では、続けまして、こちらが決算書だとどれに当てはまるか私もよく分からない。

4 3 2ペ ー ジ か ら の 道 路 維 持 費 と か 新 設 の こ と に な る の か と 思 う ん で す が 、 柏 市 で

2004年から柏市交通バリアフリー道路特定事業計画、 2015年から柏市バリアフリー

道路特定事業ということになっているんですけども、こういったものの支出は決算

書のどこに当たるでしょうか。  

〇道路整備課長  すみません、令和５年度につきましては執行がありませんでした

ので、今回決算書のほうには載っておりません。以上でございます。  

〇田口  この 2015年からの柏市バリアフリー道路特定事業ではスケジュールが決め

てありまして、１番、短期で 2015年度まで、２番、中期で 2016年度から 2020年度ま

で、３番が長期で 2021年から来年、 2025年度までとなっております。その中で執行

がないというのがいささか不思議なんですけれども、進捗状況、何％達成というこ

とでしょうか。  

〇道路整備課長  今年度上大門線のバリアフリー化を予定しておりまして、その委

託を予定しております。その委託につきましては、上大門線を４工区に分けまして、

第１工区を再来年度から、令和８年から執行できるように今委託を予定していると

ころでございます。以上です。  

〇田口  すみません、柏市全体として何％ぐらいかということをお聞きしたんです

が、これはお答え難しいでしょうか。  
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〇道路整備課長  申し訳ございません、今具体的な数字を持ち合わせてございませ

んので、駅前整備でありましたり、全市に及びますので、ちょっと具体的な数字は

持ち合わせてございません。申し訳ございませんです。  

〇田口  執行がなかったということを含めて、今後のこちらの進むことを期待して

おります。よろしくお願いします。  

 では、最後になります。下水道使用料です。賦課誤り、賦課漏れというのが今年

の７月 12日に発表されたんですけれども、これは令和５年度下水道決算に反映され

ているでしょうか。昨年 10月 17日に発覚というふうにはなっておりますけれども、

いかがでしょうか。  

〇料金課長  こちらにつきましては、決算といたしましては、まだ納付という形で

は、今お願いを進めているところでございますので、収入額としては計上されてお

りません。ただし、調定としては賦課誤り分の納付をお願いする額として調定のほ

うは起こしております。そのほかにつきましては、今年度の処理となります。以上

です。  

〇田口  現在この入浴施設との関係はどうなっているでしょうか。  

〇料金課長  こちら現在お支払いのほうをお願いしておりまして、分割でしていた

だけるというようなお返事でしたので、その事務について調整を進めているところ

でございます。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。  

〇橋口  初めに、議案第 21号なんですけれども、報告書の 66ページです。塵芥収集

事業です。３億 9,000万のところなんですけども、先ほど質問も出ていましたけども、

このごみ出し困難者支援事業についてなんですけれども、この申請数者 409件ありま

すけれども、この収集員、どの程度の収集員の人数で対応されたのか、ちょっとお

聞かせください。  

〇南部クリーンセンター所長  現状平トラックを使って２台で行っています。２名

ずつ乗車していまして４人、それと申請があったものにつきまして現地の事前の調

査等しておりまして、それが２名、ですので計６名で実施しております。以上です。 

〇橋口  ありがとうございます。今後の課題ですけれども、申請者が増えると考え

られるんですけども、その収集員の確保大丈夫なのかと、予算についても大丈夫な

のかということなんですけども、その点はどうでしょうか。  

〇南部クリーンセンター所長  確定したものではございませんが、今後状況により

ましては収集車の数を増やしていくとか、今後時点が進んでいきますと、現状職員

が今不補充でやってきておりまして、数がどんどん毎年毎年減ってきておりますの

で、ある時点をもちまして恐らく委託ということも視野に考えていくことになろう

かと思っています。以上になります。  

〇橋口  ありがとうございます。収集員の確保についてなんですけども、各町会で

も行っているところもあって、行って、できていないところもあるんですけども、

いまだにできていないところ、町会、この点について今後市としてどのように展開
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されていこうと思っているのか、お聞かせください。  

〇次長兼廃棄物政策課長  今の、すみません、御質問なんですけど、町会……  

〇橋口  でも行っていなかったでしたっけ。町会でもお願いをして、町会でも収集

員というか、そのごみを持って、それやっていなかったでしたっけ。  

〇次長兼廃棄物政策課長  すみません、それちょっとやっていないかなというふう

に思います。  

〇橋口  ちょっと僕の間違いで。だとすると、今のそのまんまなんですけれども、

今後町会さんにもお願いをして収集員の確保というのを行っていったほうがいいん

じゃないのかなって、全国的にもそういうところもあるんですね。その点について、

もし考えがあればお聞かせください。  

〇次長兼廃棄物政策課長  先ほど南部クリーンセンターのほうからのお答えにもあ

りましたけれども、まずは今現業職員というのがおりますので、直営の職員でやっ

ている。そこの不補充となって足りなくなった分について委託ということで、今委

託が拡大しているような、今現状ではそういう状況です。ですので、基本的にはそ

の委託というのをさらに活用していくのかなというふうに考えておりますが、今委

員さんから御提案のあった内容についてもちょっと調べてみたいと思います。以上

です。  

〇橋口  よろしくお願いします。  

 決算報告書の次は 74ページ、スタートアップ支援事業 2,631万 1,642円というとこ

ろなんですけれども、このスタートアップ支援事業というのは単年度じゃない、こ

れから何年か続けていかれると思うんですけども、その期間についてはどのように

考えていますでしょうか。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  スタートアップの支援につきましては、昨

年度から開始させていただいておりますので、今後の動向を見ながら進めていきた

いと思いますけれども、基本的には柏の葉地域における学術の集積ですとか、ある

いはインキュベーションの集積を活用して、あの地域がチャレンジできるまちとし

て成長していけるように今後も引き続き続けてまいりたいと思っております。以上

です。  

〇橋口  スタートアップ関連イベントの実施と、こうあるんですけれども、イベン

ト実施回数が４とありますけど、どのようなイベントだったのか、ちょっとお聞か

せください。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  こちらのイベントにつきましては、基本的

には市内のスタートアップの皆さんが自分の事業をプレゼンテーションして、お互

いの事業を分かり合ったり、あるいは連携ができるきっかけをつくるものでござい

ますけれども、昨年は２回行いました。それから、ビジネスプランの作成のセミナ

ーですとか、あるいはアクセラレーションプログラムというスタートアップ、急成

長する企業さんの支援をしているもんですから、そういったところでの企業さんの

集まるイベントを開催しておりますが、いずれにいたしましても企業さんが御自分
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のビジネスをＰＲする場所であったり、あるいは連携をできる場として開催してい

るものでございます。以上です。  

〇橋口  ありがとうございます。スタートアップなんですけども、創業から間もな

いスタートアップの会社の多くは有形資産に乏しく、担保を設定できないため、資

金調達に苦労すると、こう思うんですね。スタートアップの資金繰りが私心配なん

です。その資金繰り、金融機関などへの対応策など市としては支援を行っているの

か、また、行っているとするとどのような支援を行っているのか、お聞かせくださ

い。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  基本的には昨年度委託を行いましたスター

トアップコンシェルジュ、この中にスタートアップに関する専門の方々がいらっし

ゃいます。中小企業診断士ですとか、税理士さんですとか、そういった方々がスタ

ートアップの委員さんおっしゃられたようなその資金繰りですとか、あるいはビジ

ネスプランのブラッシュアップ、そういった部分のいろんなことに関しての御相談

を受けて、適切なところにつないでいって伴走支援しているというところでござい

ます。以上です。  

〇橋口  ありがとうございます。次は、その下です。事業継続支援事業 615万 7,221円、

こう上がっていますけれども、この専門家相談事業、相談員のことなんですけども、

中小企業、個人事業主の事業用資産に対する相続税だとか贈与税などの税制支援な

ど専門家による相談体制が必要だと思うんですけれども、どのような方がこの相談

員として携わっているのか、お聞かせください。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  こちらのほうは、柏商工会議所と、それか

ら沼南商工会を窓口にいたしまして専門家の相談を受けておりますけれども、基本

的には中小企業診断士や税理士、そういった専門家の方々に相談を受けていただい

ている状況でございます。以上です。  

〇橋口  ありがとうございます。コロナ禍もあったりして大変な時期ですので、寄

り添った支援をどうかお願いいたします。  

 次に、報告書の 86ページです。あけぼの山公園・あけぼの山農業公園管理事業、

１億 7,937万という金額が上がっていますけれども、このイベントですけれども、市

内、また市外、県外へのイベントを行う際のＰＲについてどのように発信をされて

きたのか、お聞かせください。  

〇公園緑地課長  こちらのほうのあけぼの山公園、あけぼの山農業公園のイベント

なんですけれども、まず、ホームページに出す、あとエックス、ツイッターですか、

そちらのほうでの皆さん方に知っていただくというような手法を取っております。

今回なんですけれども、大々的に、ちょっと今年度になってしまうんですけども、

70周年とあけぼの山 30周年の記念事業というような形で、これもいろいろ駅前のと

ころにパンフレットを置くなりして周知に努めているところでございます。以上で

ございます。  

〇橋口  ありがとうございます。市内、市外、県外含めて来られた方の把握という



- 13 - 

 

んですか、そういうのは行っているんでしょうか。  

〇公園緑地課長  公園のほうの把握というものに関しましては、各あけぼの山農業

公園及び指定管理者がいらっしゃいますので、そちらのほうでイベントのときにカ

ウントを取ったり、それを集計してこちらのほうのイベントのほうの今後の資料と

いうことでしているところでございます。以上です。  

〇橋口  市内もそうですけども、県外、市外の方がたくさん来園されると思うんで

すけれども、問題は渋滞ですよね、例えば駐車場だとか、道路も含めてその対応策

についてどんなふうなことを行っているのか、お聞かせください。  

〇公園緑地課長  今御指摘がありましたあけぼの山に行く際のアクセス道路、こち

らのほう、町内の渋滞とか、いろいろ課題はあるんですけども、これに関しまして

は、ただいまアクセス道路の検討ということで設計会社に出してみたり、あとは今

田中調節池、そちらのほうの越流堤の移行に伴う堤防のかさ上げをやっているんで

すけども、国のほうと協働してそちらのほうの道路、堤防の下に道路を造るという

ことでなっていますんで、そちらのほうも一緒に協力して公園周辺の渋滞を解消し

ようということで今動いているところでございます。以上です。  

〇橋口  ありがとうございます。よろしくお願いします。  

 次に、議案第 31号ですね。柏市水道事業会計決算書の 14ページ、この中段のちょ

っと下に、また令和６年１月１日に発生した能登半島地震に対してはから、ぐっと

下がって災害への対応に関する認識や手順を改めて確認しましたと、こうあるんで

すけれども、地震や災害の影響も管路の更新事業の増大を後押しをしていると思う

んです。能登半島地震を受けて、例えば管路の更新の前倒しをするだとか、何か対

策、お考えがあればお聞かせください。  

〇水道工務課長  能登半島地震を受けまして、すぐに今の段階で改良更新事業の増

量とか、そういうことに関しては現段階ではまだ決まってはおりませんが、新しい

整備計画を今年度から２年かけて８年度以降の整備計画を策定する予定になってお

りますので、この中で更新事業量についても改めて見直して強化を図ってまいりた

いというふうに考えております。以上です。  

〇橋口  ありがとうございます。今後は、人口減少だとか様々な影響があって水道

料金の収入が減少すると思うんですけれども、あとそれだけじゃなくて、人材確保、

更新事業の高まりなど課題はたくさんある中で収益の確保というのは非常に重要に

思います。その点についてどのように今後収益確保を進めていくのか、お考えがあ

ればお聞かせください。  

〇経営企画課長  先般柏市の人口の推計、 2035年まで増加するという結果が出まし

て、私どもの給水人口だったり給水世帯の推移見ましても推計と同じように伸びて

いるという状況が続いております。ただ、 2035年以降になりますと人口減少になっ

てまいりますので、ダウンサイジングだったり事業の縮小といったのも考えられま

す。ただ、向こう 10年間は人口増えていくということになりますので、収益に関し

ましては特に心配していないという状況でございます。以上でございます。  
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〇橋口  ありがとうございました。以上です。  

〇委員長  それでは、１時間たちましたので、５分の休憩を入れたいと思います。  

              午前１１時  ３分休憩  

                  〇            

              午前１１時  ９分開議  

〇委員長  それでは、続きまして行います。  

 ほかに質疑はありませんか。  

〇上橋  まず、農業振興費のほうで、田口委員も先ほど質問しましたけど、私から

も報告書の 71ページ、決算書 405ページで少し質問させてください。お願いします。

これ２つ、次世代人材投資事業と新規就農者育成総合対策ありますけれども、多分

１件の７億 5,000万、経営開始というところで１件ということで、やはりこの新規就

農者さんは１件、１名とかだったということになりますか。  

〇農政課長  こちらの１件の経営開始資金ございますけども、こちら制度は国の制

度で行っております。実際就農して３年 150万円が出るというようなものでございま

す。この１件の方については、令和４年から就農したという形でございますので、

令和５年から出している感じになります。以上です。  

〇上橋  分かりました。令和４年からなっているということで分かったんですけど

も、あともう一つの次世代人材投資というのは、これは三十何億で多いです。これ

いわゆる新規就農のための機材とか、そういうメニューになるんですか、教えてい

ただけますか。  

〇農政課長  こちらは、次世代人材投資事業補助金が、こちらが制度がちょっと変

わりまして、今まで下の 75万円につきましては令和４年度から就農して３年間 150万

円出るものでした。上の次世代人材投資事業につきましては令和３年までの事業で、

就農して５年間 150万円出るような事業でしたので、ちょっと事業の性質は年度によ

って違うんですが、就農して 150万円が３年ないし５年出るというような事業でござ

います。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。私ちょっと数字が、1,000じゃなくてゼロだったん

で、370万、ちょっと数字間違えちゃってごめんなさい。性質なども御答弁ありがと

うございました。性質などをして、私も田口委員と同じ主張になるんですけども、

定着とか、やっぱり確度が必要であるからというところももちろんおありとは思う

んですが、それでも実際新規就農者が減っていて、来てほしいけれども来てくれな

い現状があるわけなので、やはりＰＲとかもっと。でも、来てほしいとやっぱり柏

市としても思われているわけですから、ＰＲなども含めてやっぱり考えていくべき

だと思いますので、そういう補助メニューだったり、予算の拡大とかして新しい人

集めて、来てもらうための施策もしていただきたいと思いますので、お願いいたし

ます。  

 では次に、報告書でいうとＰ 65の清掃総務費お願いします。清掃総務費であるう

ちの３番の生ごみ処理容器等購入補助金というところで少し聞かせていただきたい
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んですけども、基数、コンポスト 46、ＥＭ 10で機械 115で計 171件、166世帯の実際実

績があったというところで報告がございますが、この件数どのように評価されてい

ますでしょうか。  

〇次長兼廃棄物政策課長  こちらの生ごみ処理機購入費補助ですけれども、コロナ

禍をきっかけに数としては増えておりまして、と申しますのがコロナ禍でおうち時

間というような家にいる時間が長くなったときに、ちょうどそのタイミングに合わ

せてテレビのテレビショッピングみたいなところでこの機械式の生ごみ処理機につ

いて物すごくはやったというか、これが数としてはかなりそれで購入される方が増

えたということでこちらの申請のほうも増えてきております。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。増えてきた、実際には増えてきているということ

で、御答弁ありがとうございました。これもう少し、まだまだ枠はあったと私認識

しているんですけども、たしか。それでよろしかったでしょうか。決算なんで、失

礼しました。ごめんなさい。次年度以降の話、大変失礼しました。決算なので、昨

年度は 71件で打ち止めたということで、ちょっと質問の仕方間違えました。これも

う少し伸びたかもしれなかったんでしたっけ。  

〇次長兼廃棄物政策課長  実際にこれ 12月ぐらいで全ての補助を締め切っておりま

すので、もう３か月ぐらいあればもう少し伸びたかなというところはあります。な

ので、令和６年度予算につきましては金額的には増やして対応していくということ

にしております。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。私質問の仕方もちょっと間違ったりしたのにお答

えありがとうございました。これも私伸びること、やはりごみの減量化でいろんな

環境施策にいろいろ通じて重要であると思いますので、引き続き推し進めていただ

きますようお願いいたします。  

 じゃ次に、環境衛生費なんですけれども、Ｐ 59だと載っていないかもしれないん

で、決算書で 349でお願いします。環境衛生費、決算書で 349ページで、駅周辺ぽい

捨てごみ清掃等委託なんですけれども、こちら実際清掃してくださっている人、私

もまちで会ったりする方、シルバー人材の方ということでの人件費とかの委託とい

うことでよろしかったですか。  

〇環境サービス課長  シルバー人材センターの委託でございます。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。これ委託以外のほかの割当てとかってあったりし

ますでしょうか。  

〇環境サービス課長  駅周辺のぽい捨てごみの清掃は、委託のみでございます。以

上です。  

〇上橋  ありがとうございます。では、確認となるでしょう、例えば従業者のシル

バー人材の環境整備とかに充てる金はやっぱりこの中に入っていないということに

なりますでしょうかね。  

〇環境サービス課長  ごみ拾いのみの委託でございます。  

〇上橋  分かりました。なぜこのような質問したかというと、実際シルバー人材員



- 16 - 

 

として働く市民から言われたことなんですけれども、実際このごみ拾いの人材さん

が出勤するときに他業種の人と共用の非常に狭いロッカーと通路しかないような控

室で着替えるための場所であると、しかも休憩もできないと。それなのに猛暑、炎

天下の中で作業する。日陰とかベンチで休みたくなるけれども、休憩しているとシ

ルバー人材の人が休んでいたというクレームが入ってきたと、それでやっぱりつら

く悲しい思いをしたと言われていたんですね。このような状況というのを把握され

たり認識されたりしていますか。  

〇環境サービス課長  実は、そのようなお話は頂戴しております。柏駅周辺で所定

のベストを着て作業をしております、シルバー人材の職員は。そうすると、定めら

れた時間の休憩を必ず取るように、特に猛暑のときには指示をしておりますので、

休憩時間中に水分を補給していることをもって市役所のほうに御意見をいただいた

というのは事実でございます。以上です。  

〇上橋  分かりました。状況把握されているという旨は、今御答弁ありがとうござ

います。この方の、私も全ごみ拾いの清掃員の声ではないんですけれども、やはり

つらい思いをされたということで、今はごみ拾いのみの決算に充当しているところ

あるんですけれども、そういう環境整備というところだったり、休憩もちろんして

いるけど、市民の理解啓発というところも含めてなんでしょうけれども、そういっ

たことも今後検討していただきたいと思い、要望とさせていただきます。以上で大

丈夫です。ありがとうございます。  

〇松本  決算書の 134ページ、放射能対策経費の弁償金の内訳についてお示しくださ

い。  

〇北部クリーンセンター所長  決算額 665万 390円のうち、こちらはほとんど全ての

ものが焼却灰の処分委託に関するもので、北部クリーンセンターで焼却を処理した

後に残ります灰を５か所ほど、東北のほうになるんですけれども、搬送してござい

ます。そちらの受入れ先のほうで、覆土、灰の上に土をかぶせます。そちらのほう

の費用、こちらが 643万 6,671円、残りが放射線の測定機器の校正手数料、またその

容器、こちらのほうになります。以上でございます。  

〇松本  南部はいかがですか。  

〇南部クリーンセンター所長  こちらの 2,000万強につきましては、先ほどちょっと

田口委員のほうにも御答弁申し上げたんですけれども、放射能事故以前にかかって

いた焼却灰処分費プラス事故以降にかかってくる追加で発生した経費、こちらにつ

いて純増分の 2,000万円強について東京電力に請求した金額でございます。  

〇松本  南部に聞きますが、１億 4,000万円ほどかかっているはずなんですが、この

差額は何でしょうか。  

〇南部クリーンセンター所長  総額かかっているのが先ほどの１億 4,000万円で、今

東京電力に請求しているのが、もともと溶融するにもお金がかかっていますので、

その経費分を引いたものが 2,000万円強になっています。以上です。  

〇松本  灰の溶融をした場合にかかる経費は幾らですか。  
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〇南部クリーンセンター所長  現状については溶融していませんので、実際５年度

分で幾らということはちょっとお答えできないんですけれども、総額で灰の処分費

としてかかっていたものが先ほどの１億 4,000万円程度かかっていて、純粋にその差

分が現状で試算した場合の溶融費ということで、約１億 2,000万円かかっている状況

でございます。以上です。  

〇松本  以前灰溶融していたので、そこから大体分かると思うんですけれども、灰

溶融しても１億 2,000万はかかったということでよろしいですか。  

〇南部クリーンセンター所長  そのとおりでございます。  

〇松本  しっかりと経費は請求していただきたいと思って質問いたしました。  

 次に、139ページの資源プラスチック、それから資源品の売却についてなんですが、

この辺の市況は昨今上がっていると思いますけれども、いかがでしょうか。  

〇次長兼廃棄物政策課長  プラスチックに関しては、やはりこういう再生原料とい

うのが今求められているというのもありまして、市況としては高くなっているとい

うのがあるかと思います。以上です。  

〇松本  今後の見通しとしても資源品やプラスチックは高止まり、また値上がりが

続くと考えますが、どのように捉えていますでしょうか。  

〇次長兼廃棄物政策課長  現状を見ますと今後も同様に推移するかなというふうに

は考えております。  

〇松本  以前は引取り手がいなかったり、逆有償というようなことも言われていた

時代もあって、なかなか値段がつくのかどうか不安というところあるかもしれない

んですけど、恐らく今後は資源の値上がりが続く限り高止まりすると考えられます

ので、そうした形で考えて積極的な売却をしていくべきと考えますが、いかがでし

ょうか。  

〇次長兼廃棄物政策課長  そのとおり積極的に、より高く売れるところに売ってい

くということで考えていきたいと思います。以上です。  

〇松本  その下の発電電力売却代なんですけれども、今後北部も含めて売電という

のは向上する可能性はあるのでしょうか。  

〇清掃施設課長  北 部クリーンセンター の 長 寿命化工事に併 せまして 発電能力を

1,300キロワットから 2,000キロワットに向上させますので、売電量も増えていくと

考えています。以上です。  

〇松本  売電は積極的に考えていくべき課題であると思いますので、よろしくお願

いいたします。  

 次に、 153ページ、公園事故損害賠償金、公園緑地課、内訳をお示しください。  

〇公園緑地課長  こちらの損害賠償の件なんですけれども、高柳中峠の公園内で倒

木がございまして、隣接の家のフェンスのほうの一部を破損させた件の損害賠償で

ございます。以上です。  

〇松本  その木の管理なんですけれども、日常的にチェックをしているのでしょう

か。  
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〇公園緑地課長  今公園のほうで年間管理業務委託をしている業者に公園内の樹木

に関しましては枯れている木及びちょっと枝が折れそうな木等に関しましては報告

を受けており、それによって伐採及び剪定したり、そういうような形で対処してい

るところでございます。以上です。  

〇松本  続いて、351ページ、公共用水域のＰＦＡＳの調査なんですが、高濃度のＰ

ＦＡＳが検出されまして、排出元はどちらでしょうか。  

〇環境政策課長  現在原因者につきましては、公共用水域の上流の調査であったり

で特定の作業を進めているところです。以上です。  

〇松本  高濃度に検出された地点の上流には海上自衛隊下総基地しかないと思いま

すが、いかがですか。  

〇環境政策課長  前回２回目の上流調査をやったときに下総航空基地から出てくる

ところから採水をしたんですけども、その中、内部がそこの管に流入する系統があ

るのかどうか、そこもちょっと確認しなければいけないところで、現在基地のほう

に調査の申入れをしているところです。以上です。  

〇松本  基地のほうでは積極的に調査をしようという意思はないのでしょうか。  

〇環境政策課長  防衛省の事情もあるかと思うんですけども、現状では協力する姿

勢が見えているかなと理解しております。以上です。  

〇松本  排出元はほぼ下総基地に特定されているわけですから、むしろ原因者とし

て自ら調査するのが当然だと思いますが、そのようなことはされていないんでしょ

うか。  

〇環境政策課長  私ども今のところは原因者特定には至っていないというふうに理

解しておりますが、基地のほうでも先般柏市が独自で地下水調査の申入れをした際、

地下水調査御協力などしていただいております。以上です。  

〇松本  このＰＦＡＳの件で農政課のほうでは農作物について調査していますか。  

〇農政課長  ＰＦＡＳの関係で検査はしておりません。以上です。  

〇松本  その辺今後調査していく予定はないでしょうか。  

〇農政課長  現在国のほうでの基準値、農作物、食品においての基準値は示されて

おりませんので、こちらが示された場合には対応を図っていきたいというふうには

考えております。以上です。  

〇松本  続いて、399ページ、若者の職業自立支援委託です。就職を目指すというと

ころが大切なところであるのですけれども、就職以前でなかなか家から出ていけな

いという方に対してどのように支援を行っているのでしょうか。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  委員おっしゃるとおりなかなか就職に結び

つかない方につきましては、基本的には心理療法士の相談でまずは心のケアをして

いるところです。以上です。  

〇松本  就職となるとかなりハードルの高いことで、そこまで到達するためにいろ

いろな段階踏まないといけないものでございます。あまり性急に就職という成果を

求めるようなことになるべきじゃないと思うんですけども、いかがでしょうか。  
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〇産業政策・スタートアップ推進課長  おっしゃるとおりでございまして、まずは

企業さんに御協力をいただきまして、職場体験などを通じてまずはそういったとこ

ろから就職に気持ちが向くように、あるいは仕事に慣れるような訓練をしておりま

す。以上です。  

〇松本  先ほどから新規就農の話があったんですけれども、そういったなかなか家

から出られない方とかも農業に結びつけていくというのが一つあるのかと思います

が、どのように取り組んでいますでしょうか。  

〇農政課長  現在そちらのほうの取組に関して、まだ農業のほうでは取組は行われ

ていないという状況でございます。以上です。  

〇松本  やはり普通に生活していると就農というのは思いつかないことだと思うん

ですけれども、だからこういう選択肢もあるんだというところを示してあげたりす

るとよいかなと思います。農業の場合には必ずしもフルタイムでずっとということ

でなくても、スポットで週１日とか、それから週に２日になってみたりとか、そう

いった関わり方もできるので、ぜひ個別に働きかけていただければと思います。  

 続いて、432ページ、維持補修事業です。道路サービス事務所です。道路サービス

事務所へ連絡するとすぐに対応していただけるということで、大変好評いただいて

おります。ただ、一つ懸念されるのは、委託している事業者ですとか道路サービス

事務所自体高齢化していっているということで、今後担っていけるのかという点で、

どのように取り組まれていますでしょうか。  

〇道路保全課長  確かに道路保全課の道路サービス担当という形で今一体化した形

で取り組んではいるんですが、作業員自体はかなり高齢にはなってきています。そ

の関係で基本的には委託業者、一般の業者に委託をしてその分対応していくように

考えております。以上です。  

〇松本  業者の委託の体制というのは、今後においても十分維持できるのでしょう

か。  

〇道路保全課長  十分対応できるというふうに考えております。以上です。  

〇松本  単価が低かったり、または不定期であったりするというところで、なかな

か事業者のほうも事業の組立ては難しいと思いますので、そこら辺はうまく調整を

して、できるだけ広くいろいろな業者と連携してできたらよいと考えますが、いか

がでしょうか。  

〇道路保全課長  基本的に柏市内を５地区に分けて、それぞれの地区に２者、これ

は必ずうちのほうの依頼に対して対応していただくという、そのような体制も取っ

ておりますし、あとは市内の小規模の工事を請け負う約 40者余りありますので、そ

ういったところとも今後密に連絡を取りながら協力して対応していきたいと思って

おります。以上です。  

〇松本  続いて、438ページ、柏たなか駅エスカレーター整備事業です。この取組状

況についてお示しください。  

〇道路整備課長  今年度は昨年度からの繰越費用で詳細設置に関する設計委託を実
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施しておりまして、来年度からの複数年契約での工事の発注を今のところ予定して

おります。以上です。  

〇松本  早期の設置が望まれているところですので、よろしくお願いいたします。

それで、屋根の設置についてはいかがでしょうか。  

〇道路整備課長  屋根の設置のほうも併せて検討している状況でございます。以上

です。  

〇松本  自由通路の部分はいかがでしょうか。  

〇道路整備課長  具体的な検討には至ってはいないんですけれども、構造上設置は

可能であるということで確認は取れていますので、今後のエスカレーターの設置の

状況と併せてどうするか検討していきたいとは思います。以上です。  

〇松本  それと、柏駅南口のエスカレーターの設置についてはいかがでしょうか。

〇道路整備課長  南口のバリアフリーの関係ではエスカレーターの設置につきまし

ては計画上はのってきてはいないんですけれども、多くの要望も受けているという

ことから、具体的な検討をしていかないといけないかなとは考えております。以上

です。  

〇松本  前向きな答弁で、頑張っていただければと思います。  

 次に、441ページ、浸水解消事業です。篠籠田の件なんですけれども、地域排水 の

整備、どのように進めているのか状況をお示しください。河川排水課。  

〇下水道工務課長  篠籠田の関係につきまして下水道工務課のほうで今行っており

まして、その内容でよろしいでしょうか。  

〇松本  はい。  

〇下水道工務課長  篠籠田につきましては、昨年の今ぐらいの時期に大きな被害が

ありまして、それ以降あそこに集まってくる表面排水をなるべく早く取り除くため

に横断側溝等を現地のほうに設置しております。そこからまた表面排水を取り込む

のと同時に、その後今工事を行っているんですが、令和４年度に完了しましたシー

ルド管のほうの幹線のほうに、なるべくあそこの地区に集まらないように水を途中

で落とし込むような集水ますから取付け管を設置する工事を今行っているところで

す。その増設によってある程度表面排水、道路冠水等で集まってくる水、それをな

るべくシールド管のほうに落とすようにして、ちょっと分散化して被害を低減しよ

うということで今事業を行っているところです。以上です。  

〇松本  次に、445ページ、柏駅周辺まちづくり事業です。かしわのにしぐちおいち

ぃ～ば補助金のこの流用についてお示しください。  

〇中心市街地整備課長  こちらについては、予算計上時は委託で計上しておりまし

た。柏市自らの発注でこちらのイベントを開催する予定でしたが、地元商業者との

調整の中で地元主体で事業展開していきたいということから、こちらを補助金のほ

うに流用させていただいて、最終的な支出は補助金で支出をさせていただいたもの

です。以上です。  

〇松本  こうした事業を補助で出すということは、何も問題ないのでしょうか。  
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〇中心市街地整備課長  こちら県の補助金も約２分の１歳入いただいているところ

ですが、そちら等の確認も含めて柏市からの補助金の支出については問題ないとい

うことで了解をいただいております。以上です。  

〇松本  それから、この東口の開発と西口の再開発とあるわけなんですけれども、

情報公開についてはどのように取り組んでいますか。  

〇中心市街地整備課長  基本的には、柏市で我々の課で主にできる情報公開ですと

ホームページへの記載が一番になるかと思います。そちら東口の再整備に向けても

積極的に情報公開できるものについてはさせていただいておりますし、現在の解体

状況についてもホームページでお知らせをするということで、少し工夫を考えてい

る状態です。以上です。  

〇松本  次に、601ページの市場会計の施設整備についてなんですが、取組状況お示

しください。  

〇公設市場長  市場整備事業につきましては、老朽化した施設の改修等を順次行っ

ているところでございます。以上です。  

〇松本  この工事の内容についてお示しください。  

〇公設市場長  井戸ポンプの改修工事、あるいは変電所の更新工事、それから鉛管

等の改修工事、それから公設市場の塗装工事などでございます。以上です。  

〇松本  市場の脇を通ってみても、やはりいろいろと施設が老朽化しているなとい

うのは分かるところなんですけれども、この内容で十分だとお考えでしょうか。  

〇公設市場長  十分かと言われますと、なかなか非常に難しいところがございます。

一方で、市場会計考慮しながら計画的な改修工事等を行って持続可能な市場という

ところで進めているところでございます。以上です。  

〇松本  最近は異常気象でかなり暴風雨なども来ていますので、それに耐えられる

ような最低限の設備は整えていただきたいと思います。  

 次に、661ページ、北柏会計の工事に関してなんですけれども、どのような内容な

のか、お示しください。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  工事の内容としましては、今造成工事を中心に工事

も全体に終盤に向かって工事をしているんですけれども、主な工事としましては造

成、またインフラ工事、上下水工事等を含めて、道路整備も含めてトータル的に整

備を進めている状況でございます。以上です。  

〇松本  自由通路などで市民意見聞いたりしているのですけれども、ほかに市民の

意見を聞いて、どのように進めていこうとしているのでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  現在までに市民の方々に御意見をいただいた件につ

きましては、駅前の商業化とか、あとは自由通路の景観だとか、整備をする上で将

来的にどういうものが必要だとか、景観的にどんな感じがいいのかというような、

いろいろと施設以外でも要望だとか、形状だとかに反映できるようなところをお聞

きしたりしているところでアンケート等を取っているところであります。また、引

き続き今後は整備を進めていく上で、前回の議会のときにもちょっと御質問ありま
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したけれども、町会、町名等を決めていくみたいなところもございますんで、その

辺も地元の方、権利者の方含めて再度説明して決めていく方向でございます。以上

です。  

〇松本  文化財についてなんですけれども、何か発掘されているものありますでし

ょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  文化財調査につきましては、もうほぼ現地の調査を

終わっていまして、私どもが聞いているのは住居跡地だとか土器の破片とかが上が

っていまして、それは今文化課のほうで整理業務として上がったものの整理、いわ

ゆる調査みたいなことを、出土品を調整している段階だと聞いております。以上で

す。  

〇松本  住居跡地が見つかっても、そこは図面を変えずにそのまま 潰して建物を建

ててしまうのでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  文化財は保護法として確かに保全するというのが目

的のメインにあるかと思うんですけども、造成する上ではある程度やむを得ないと

ころは記録保全をして工事を進めていくという手法を取らざるを得ないと思ってお

ります。以上です。  

〇松本  次に、水道事業会計の決算ですが、水道事業の 10ページで、これは現金預

金は 85億円あるということでよろしいですか。  

〇経営企画課長  そのとおりでございます。  

〇松本  次のページの企業債は 22億ですか。  

〇経営企画課長  そのとおりでございます。  

〇松本  下水道のほうは企業債が 200億円ぐらいでよろしいですか。  

〇経営企画課長  水道事業に関してはちょっと訂正いたします。 11ページですね。

企業債の合計でいきますと 22億という数字があるかと思うんですね。ここの数字が

３億 6,200万円、企業債合計というところありますので、この合計になります。下水

も同じように、ページでいきますと 11ページです。企業債合計というところが３の

（１）のイという部分と４の（１）のイという部分が合計ございますので、この合

計になります。以上でございます。  

〇松本  そうすると、大体 10倍ぐらい下水道のほうが企業債が残っているというこ

とでよろしいですか。  

〇経営企画課長  そのとおりでございます。  

〇松本  補足説明書のほうで水道の 14ページ、給水原価に対して供給単価は 11円ほ

ど上回っているということでよろしいでしょうか。  

〇経営企画課長  そのとおりでございます。  

〇松本  前年度との違いは何でしょうか。  

〇経営企画課長  前年度と令和５年度、複数年基本料金減免いたしました。基本料

金の減免の原資でございますが、これは一般会計補助金から受けておりますので、

水道料金としては受けておりません。この集計の関係で、令和３年を基準とします
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と、これ基本料金減免していませんので、３年を基準としまして４年で減って５年

で減るという流れを持っております。以上でございます。  

〇松本  下水道の補足説明書の 15ページですが、使用料単価は 147円ということで全

国からも 13円高く、同規模からは 32円高いということになっていますが、これでよ

ろしいですか。  

〇経営企画課長  そのとおりでございます。  

〇松本  なかなか下水道のほうは市債がかなり残った状態になっていて、一方で上

水道の経営が健全であるというようなところから、やはり上下水道管理者としては

この辺一体的に考えていくべきと考えますけれども、その点いかがでしょうか。  

〇上下水道事業管理者  今一体でということだったんですが、なかなか法律上であ

ったりとか、厳しいハードルがあると思うんです。研究テーマとさせていただけれ

ばと思います。以上です。  

〇坂巻  何点かお伺いいたします。報告書の 61ページですけども、手賀沼浄化対策

事業でこの令和５年度どのような水質浄化事業というのをやられたんでしょうか。

それと、どういう結果が出たんでしょうか。  

〇環境政策課長  令和５年度の主な事業ですけども、まず手賀沼の巡回事業としま

して、アオコの発生状況及び水生植物の繁茂の状況に係る巡視を行いました。あと、

水生植物再生活用事業、これは消滅してしまった水生植物等の種の育成管理の実施

などをしております。また、下手賀沼環境保全事業として、下手賀沼等の清掃及び

啓発の実施をしております。あと、手賀沼浄化啓発事業としまして、水質浄化の啓

発に係る写真展やワークショップの開催、あとナガエツルノゲイトウなど外来水生

植物の駆除を行っております。ちょっと数値的なもの、今にわかにお答えできるも

のないんですけども、ナガエツルノゲイトウ、御存じのとおり特定外来種の駆除に

関しては、駆除はしているものの、最初に駆除したところが全部駆除して、１周す

るとまたちょっとそこに繁茂が見られたりして、なかなか効果的な対策には至って

いないような状況がございます。以上です。  

〇坂巻  それじゃ、結局事業してもまた始まって元に戻っちゃう、そういう繰り返

しになっているんですか。浄化の水質が上がっているとか、そういう状況になって

いないということですか。  

〇環境政策課長  特定外来の駆除に関しましてはなかなか効果が得られにくいよう

な状況ではあるんですけども、水質の状況に関しては、年々少しずつではあります

けども、改善に向かっていると理解しております。以上です。  

〇坂巻  やはりきちんと浄化しようと思うと予算というのも増やしていくという考

え方があると思うんですけども、これは柏市単独じゃないわけですよね、手賀沼浄

化というのは。その辺は近隣市との絡み合いで協議をしていらっしゃるんですか。  

〇環境政策課長  予算的なところで事務局であります千葉県、それと近隣市の我孫

子などとの具体の協議というのは現段階ではないんですけども、先ほど田口委員か

らいただいた御意見なども踏まえて、総会または役員会の折に柏市側から提案して
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いきたいと考えます。以上です。  

〇坂巻  当然これは松戸も入っていますよね、たしかこの協議会には。やはりそう

いう３者、３市できちんと意見をそろえて県のほうにお願いして、浄化できるよう

に、昔から比べたら大分よくなっているんでしょうけども、その辺を数字として目

で見ても分かるような対策をお願いしたいと思います。  

 次に、谷津田保全事業ですけども、 600万ですよね。これ５年度ですと 7.3ヘクタ

ール減っていますよね。これは、どういう状況になったんでしょうか。  

〇環境政策課長  谷津田の減少に関しまして一番多いのは、相続発生に伴うものと、

あとはやはり営農する方がいなくなったことによるものとかが主な原因となってお

ります。以上です。  

〇坂巻  谷津田を保全しようと思ったら、やはり私は最終的には行政で取得をする

というような考え方に立たなかったら、なかなか谷津田は保全できないと思うんで

すよね。今おっしゃったように、相続発生する、あるいは開発等で減っていく状況

というのが今現時点でも考えられますよね。それは、当然ただ減っていくというだ

けじゃなくて、その辺まで踏み込んでいかないと環境の保全なんというのはできな

いと思うんですよ。毎年毎年多分減っていく、そのところはどのように捉えますか。 

〇環境政策課長  先ほど経済産業部さんのほうからも営農者の拡充のようお話があ

ったかと思うんですけども、谷津田に関しましても、やはり担い手が不足している

というような現状を踏まえて、例えば社会福祉法人の連携、農福連携なども可能性

として検討していきたいと考えます。以上です。  

〇坂巻  考えるだけじゃなくて、実際に行動を起こさなかったら、これなくなっち

ゃいますよね。現時点で今、御存じでしょうけども、柏インターの先ではまた新た

な区画整理事業を立ち上げようと準備しているわけですね。そこにもたしか谷津田

含まれていますよね。そういうのを考えていくと、当然市で取得をしていくという、

そういう考え方が出てこなければなかなか先へ出ないと思うんですよ。新規就農者

ってやはりいろんな方がいますからね、いろんな方向で持っていかないと、農業を

持続、継続させる、それと同時に生活できるような経営体制というのか、そういう

のも教え込むようにしないといけないと思うんですよね。そういうこと、私はこの

辺をきちんと谷津田に関しては補助すると同時に、何かあったら市が買い上げてい

きますよという、そういう姿勢を来年度あたりは取ってほしいと思うのですけども、

その辺はいかがでしょうか。  

〇環境政策課長  谷津田の保全に関しましては、現在の協力負担金の制度を含めて、

買取りもできるのか、できないのか、その辺も総合的に考えていきたいと思います。

以上です。  

〇坂巻  次に、その下の有害野生防除、これありますけど、ここにイノシシは出て

いないんですけども、この５年度はイノシシの被害とか、イノシシに対する駆除と

か、そういったものなかったんでしょうか。  

〇環境政策課長  決算報告書に出ておりますのは環境政策課のほうで委託を発注し
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ております鳥獣防除の事業で、これ対象がアライグマ、ハクビシン、特定外来生物

が対象となっております。イノシシに関しましては特定外来には当たらないという

ことで、ただ人的被害が出ないように環境政策課のほうでは市街地におけるイノシ

シの対策、これは箱わなの設置、あと農政課さんのほうと連携して、あと猟友会さ

ん交えた柏市域でのイノシシ対策は進めております。以上です。  

〇委員長  時間があと４分ぐらいでもう 12時になりますので、中途半端になると思

うんで、あとは午後からの質疑にしたいと思います。午後からは１時から開催した

いと思います。よろしくお願いいたします。暫時休憩いたします。  

              午前１１時５６分休憩  

                  〇            

              午後  零時５８分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  

 ほかに質疑はありませんか。  

〇岡田  それでは、質問させていただきます。まず最初に、報告書の 81ページです。

旧そごうの関係なんですけども、まず駅前の遊具の移設についてお聞かせ願います。 

〇中心市街地整備課長  こちらの 112万 7,500円につきましては、令和４年度に実施

したグリーンアップかしわという事業でそごうの周りの道路及びそごうの上のデッ

キ上を緑化したりということで、幾つか遊具も設置したものになります。それをグ

リーンアップの解体に伴って設置してある遊具を、こちらを移設したものです。以

上です。  

〇岡田  どこにどのように移設したんでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  こちらは、柏たなか駅の駅前のセナリオパークに移設して、

今そちらにあります。  

〇岡田  駅前利用者の方が、かなりこれたしか設置のときに大きな金額を使われて

いたので、どこ行ってしまったのかと、もったいないんじゃないかという意見をい

ただいていたのでお聞きしたわけなんですけども、そういった形で活用されている

ことでしたら安心しましたということと、そういう宣伝を行っていただきたいと思

っています。要望です。  

 続いて、先ほども出ました 86億円のそごうの跡地の取得の件で、解体に 10億円と

いう費用がかかるというような鑑定だったということなんですけど、不動産鑑定を

地下を含めた金額で行う、つまり地下も含めて解体を行うのではなくて、今回地下

を残した形で解体を行っているというところのまず判断の根拠というか、理由をお

聞かせいただきたいと思うんですけれども。  

〇中心市街地整備課長  まさにこちらは、地権者である三井不動産さんとの用地交

渉の過程で決まった内容であります。全て地下も含めて建物を撤去するという案も

もちろん一つありましたが、交渉の中でこういった結果になったわけですけれども、

地下を今の解体に併せて取ってしまうと穴が開くんですね。地下３階までございま

す。穴が開きますと。その穴を埋めるために大量に土砂を搬入することになります。
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それで更地になるんですけれども、次の開発を起こすためには、また何らか地下を

造るときにはまた掘らなくちゃならないということで、せっかく埋めた土をまた搬

出することになります。そういったことが軽減されるようにということで、現状は

ひとまず地下を残すということで両者協議の下で決定させていただきました。以上

です。  

〇岡田  そうしますと、今後どうするかは次のどうやってその土地を利用していく

か、活用していくかによってまた考えていく中で崩していくというか、壊していく

ということなわけですよね。分かりました、理解できました。  

 続いて、 78ページの南部クリーンセンターの周辺道路の整備事業についてです。

こちら増減 10％という形に記載がなっています。この進捗状況についてお聞かせい

ただければと思います。  

〇道路整備課長  こちらの 10％といいますのは、決算額が前年度の決算額に対して

10％増ということで……  

〇岡田  理解しております。要するにそんなに上限がないので、進捗状況はどうで

すかという意味です。  

〇道路整備課長  用地買収のほうは、これまでお話伺えていなかったところが買え

るようになっておりまして、引き続き予定されている路線を整備進めていく、来年

度以降も進めていく予定になっております。ただ、路線によってはまだ未着手の路

線がございますので、進捗を踏まえて今後どういった整備を進捗していくかを検討

しております。以上です。  

〇岡田  いただいている多分予定があると思うんですけども、それに遅れがないか

という質問だったんですけども、遅れはございませんでしょうか。  

〇道路整備課長  遅れが生じております。その点を修正して地元の方には御説明し

ていきたいなとは思っておりますので。以上です。  

〇岡田  私たちもぜひ拝見したい部分もあるので、ちょっと後で御説明いただけれ

ばと思います。どこがどういうふうに遅れているのか教えていただければと思いま

す。  

 続きまして、 84ページの交通政策課さんのバス交通網整備事業についてです。こ

こは大きく前年比 302％増というふうになっております。理由が恐らくその下に書い

てあるようにワニバース、それから弥生町の買物支援タクシーというふうにござい

ますが、まず弥生町の支援タクシーについては現在どういう状況というか、成果に

ついての分析をお願いしたいと思うんですけれども。  

〇交通政策課長  弥 生町の やよいタクシ ーという買物支援タ クシーでございます

が、令和５年の７月 20日に運行を開始しております。令和５年度の利用者数でござ

いますが、令和５年度は 190名の方に御利用いただいているという状況でございま

す。初年度ということでございましたので、引き続き今年度も継続してこの買物支

援タクシーのほうが運行しているところでございます ｡以上でございます。  

〇岡田  たしか先行してやっているとねっこタクシーさんは今年度から実用化、本
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格実用みたいな感じだと思ったんですけれども、そこも含めて弥生町の今後につい

ても少しお見通しをお聞かせいただければと思います。  

〇交通政策課長  御指摘のとおり、利根町会のほうにつきましては実証実験の期間

を３年間設けまして、この３年目を今年度迎えているということから、今年度に本

格運行に向けた手続を今現在進めているということでございます。同様に、弥生町

のやよいタクシーにつきましても同様のプロセスをこれから踏んでいくことになる

と思いますので、今後３年間実証運行を継続して、一定の水準、一つ目安としてい

るのが１便当たり３ 人以上の御利用とい うようなことで目安 を設けておりますの

で、この目安を超えるような状況があれば本格運行に移行していくと、そういう見

込みでございます。以上でございます。  

〇岡田  ありがとうございます。期待しています。  

 続いてが 75ページの、さっきも少しお話出たのとかぶるかもしれませんが、道路

維持管理事業になるかと思います。緊急措置の委託が 766件ということで、これは年

々増加しているのでしょうか。  

〇道路保全課長  年々増加しているというわけではありません。たまたま今年度は

766件、前年度は 602件と、確かに今年度は増加はしていますが、やはり気候だとか、

そのときの天候だとか、そういったものが影響していますので、必ずしも年々上が

っているというわけではございません。以上です。  

〇岡田  ありがとうございます。今年特に夏が暑かったせいもあって木々の育ちが

よかったのか分からないんですけれども、何かいつもよりも御要望が多いのかなと

感じていました。これは昨年度のあくまでも数値ですけれども、この予算に入るの

か分からないんですが、例年例えば３回ぐらい木の剪定をしてもらっているところ

が今回なかなか少なくて、来てもらえないとか、雑草が伸びているというのも同じ

ような話だったりとかというのをいただいているんですけども、例年例えば３回来

てもらっているのに今年が２回しか来られないというのは予算の関係なのか、少し

心配していたんですが、そこら辺の御説明をいただけると助かります。  

〇道路保全課長  基本的には年２回草刈りは行っています。街路樹に関しては３年

に１遍という形にはなっていますが、その木の状況、あとは草の生え方もその年に

よってやっぱりかなり違いますので、今言った基本の回数以上に、伸びがひどいと

かなんかの場合には即対応はするんですが、何分にもやっぱり一度に時期が重なり

ますので、業者のほうの手配がなかなか即座にというわけにはいかない。そういっ

たところでのタイムラグがあって、なかなか来てもらえないという状況が見られる

のかもしれませんが、私どもとしても例えば交差点の危険なところ、特に生え方が

異常にひどいところとか、そういったところは優先順位を上げながら対応するよう

にはしております。以上です。  

〇岡田  分かりました。ありがとうございます。今課長がおっしゃられたように、

やっぱりカーブミラーが見えなくなってしまっているとか、信号機の赤信号とかが

見えなくなってしまっているとかという意見をちょっといただいたりすることがあ
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りまして大変心配していたんですけれども、それで何でこういう質問したかという

と、この予算で正直足りているのか、今後増やす必要性があるのか、あるいは何か

違うような対応、根本的な考え方を見直していかなきゃいけないのかとかというと

ころをちょっと提起していく必要があるのかも含めての質問だったんですけども、

ひとまずこの予算で問題なくやっているというふうな理解でよろしいでしょうか。  

〇道路保全課長  先ほども言いましたように、年２回もしくは街路樹の３年に１回

以外にも応急的なパターンが出てきますので、そうなるとやはり不足するような場

合もあります。その場合には、補正なりなんなりで対応させていただくという形に

なると思います。以上です。  

〇岡田  ありがとうございます。続いて、 87ページの公園費、公園の都市公園安全

安心対策緊急総合支援事業についてです。これ遊具の費用というのはここから出て

いるというふうに理解してよろしいんでしょうか。  

〇公園緑地課副参事  おっしゃるとおり、遊具の更新、古くなった遊具を新たなも

のに入れ替える工事もここに含まれております。以上です。  

〇岡田  新しく遊具をつけてほしいというのは、やっぱりこの費用の中で含まれて

いるんでしょうか。  

〇公園緑地課長  新しく遊具ということで設置する前に町会とか、あとは近隣の方

々にアンケートを取って、それによって遊具のほうを設置しております。以上でご

ざいます。  

〇岡田  質問の趣旨としては、これ前年比が 22％マイナスという数字になっている

んですけども、比較的最近遊具を設置してほしいとか更新してほしいという意見を

いただくことがございます。いただく意見があるのに、この予算マイナス 22％とい

うことなので、ちょっとそこら辺のニーズと予算がうまくかみ合っていないのかな

という心配だったものですから、質問させていただきました。ちょっと御見解をい

ただければと思います。  

〇公園緑地課長  こちらのほうの安全安心対策緊急総合支援事業なんですけども、

こちらのほう補助金を使ってやっている事業ですので、ある程度こちら側でも予定

としては要望はしていくんですけども、それが 100％つくということではないので、

その中で整備のほうを進めさせていただいております。以上でございます。  

〇岡田  なかなかう まく思いが伝わらな いところがあるかも しれないんですけど

も、やっぱり要望がある中で、できるだけ更新なり、新しく新設するなりというと

ころをぜひ来年度予算以降でもっと検討していただきたいと思っています。  

 時間もありますので、次に移ります。続いて、 66ページです。こちらも先ほどか

ら何度か御質問が出ていますが、戸別収集です。数字的なところは先ほどお答えが

ありまして、 222件から 409件、前々年度 222件が 409件の申請になったというところ

なんですが、これ条件なんかは拡大はされていないと思うんですが、これは拡大解

釈みたいな感じで取り扱われているのでしょうか。  

〇次長兼廃棄物政策課長  こちらのごみ 出し困難者支援事業 の要件につきまして
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は、制度開始以来変えておりません。ただ、その要件に当てはまらない方につきま

しても個々に事情をお聞きして、第三者からの意見書というのを頂いて、それに基

づいて支援の対象としております。以上です。  

〇岡田  増加しているのは、ですから本来の条件ではないけども、ちょっと広げた

ところから多く申請をいただいているのか、あるいはそうではなくて、そのもとも

との条件のところに当てはまる人たちが増えているのかというところをちょっとお

聞きしたいんですけれども。  

〇次長兼廃棄物政策課長  実際には要件に当てはまらない方というのが全体の７割

になりますので、細かく当てはまる方がどのぐらい増えていてというのはちょっと

分からないんですけれども、それぞれで増えているというふうに考えています。以

上です。  

〇岡田  これも前年比 29％増というところは、やっぱりごみ出し困難者支援の部分

が大変大きくなっているという理解でよろしいんでしょうか。  

〇南部クリーンセンター所長  今おっしゃっている増減 29％という部分だと思うん

ですけれども、５年度末で３億 9,000万強、前年度が３億ちょっとだったというのは、

５年度から家庭ごみの収集業務を委託しております。その分で約 9,100万円増という

ことになっております。以上です。  

〇岡田  分かりました。それでは、ごみ出し困難者支援事業自体はそんなに予算の

ところで膨らんでいるというわけではないということですね。分かりました。  

〇南部クリーンセンター所長  おっしゃるとおりです。  

〇岡田  ありがとうございます。ここはもう少し時間をかけてこれからいろいろ拡

大、どういうふうに拡大していくのかというのを検討していければいいかと思って

います。ありがとうございます。  

 それでは最後、 70ページのサポステのところです。 70ページの若者の職業自立支

援委託事業、サポステについてなんですけども、私結構これずっと今まで決算委員

会で何度も数字を見てきたり、取り上げてきておりますが、この新規登録者と就職

決定者についてなんですけれども、例えばコロナ禍と、昨年５月からは５類移行と

いうことで、そこで何か大きく数字とか変わっているのか、まずお聞かせください。 

〇産業政策・スタートアップ推進課長  委員おっしゃるとおりで、昨年度は新規が

176名いらっしゃいました。今年度は 161名ということで、おっしゃるとおりコロナ

の扱いが昨年５月から５類になったことで、企業活動が活発になって求人数も増え

てきておりますので、比較的サポステを使わないで就職に至るというケースが増え

てきておりますので、そういった関係から少し減ってきているのだということです。

以上です。  

〇岡田  そうすると、これ増減、決算なんでちょっと増減にこだわって質問なんで

すが、 13％で、この委託料がちょっと増えているということで数字が少し大きくな

っているような気がするんですけども、そういうことでよろしいんでしょうか。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  こちらは、ここにはちょっと載せられてい
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なかったんですけれども、昨年女性デジタル人材の委託をしておりますので、そち

らの分の金額を含めますと 13％程度ということになっております。以上です。  

〇岡田  分かりました。そうすると、自立支援委託事業自体の委託事業はそのまま、

今までとそんなに変わっていないという理解でよろしいですね。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  おっしゃるとおりです。  

〇岡田  分かりました。大体質問したいことはさせていただきました。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はありませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

 これより採決をいたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 21号、令和５年度柏市一般会計歳入歳出決算の認定、当委

員会所管分について採決いたします。  

 本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数であります。  

 よって、議案第 21号、当委員会所管分については原案のとおり認定すべきものと

決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 23号、令和５年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算の認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 23号については原案のとおり認定すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 26号、令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 26号については原案のとおり認定すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 31号、令和５年度柏市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 31号については原案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第 32号、令和５年度柏市下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手を求めます。  
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 挙手全員であります。  

 よって、議案第 32号については原案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了します。  

 次に、第２区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。  

                              

〇委員長  次に、議案第２区分、議案第 33号、令和６年度柏市一般会計補正予算、

当委員会所管分について、議案第 39号、令和６年度柏市下水道事業会計補正予算に

ついての２議案を一括して議題といたします。  

 本２議案について質疑があればこれを許します。  

〇田口  お願いいたします。それでは、資料の６ページ、浄水器等設置補助金につ

いてですけれども、こちら資料も頂きまして、対象の件数も上がっているんですけ

れども、地下水調査の３次が８月中旬から始まるということでしたけれども、この

結果は出たんでしょうか。  

〇環境政策課長  第３次の地下水調査、今実施しているところですけれども、件数

が多いことから、まとめて報告というよりは、ある程度終わったところから報告を

いただいております。それで、今現在一番最初の報告が上がってきているところな

んですけれども、現在担当課のほうで内容、数値に誤りがないか確認作業を行って

おります。以上です。  

〇田口  この結果を基に今回の予算措置、もし足りなければ追加の予算がこの後計

上されるということはあるんでしょうか。  

〇環境政策課長  今回の補正予算の要求に当たりましては、第１次調査、２次調査

で対象となり得る方、これを調査全体の中の割合を第３次調査に当てはめて予算計

上しております。恐らくおおむねその予算の範囲内で間に合うかとは考えてはいる

んですけども、もし我々が想定するよりも対象者が増えた場合にはまた補正なりで

対応を図っていきたいと考えております。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。環境部のＰＦＡＳの短中期的な対応、一般質問で

も述べましたけれども、長期的には上下水道局も頑張っていただきたいところなん

ですけれども、やはり私は短期的に対応をということでいろんな活動もしているん

ですけれども、国の動きがかなり遅く、長期的なものにどうもなりそうなところも

ありますので、環境部さんも上下水道局さんも息切れすることなく御支援のほどよ

ろしくお願いいたします。  

 続けて、それではページ同じく、自治体新電力事業についてですけれども、昨年

度調査業務委託に基づく事業計画ということですが、この第三者というのはどうい

う方なんでしょうか。  

〇環境政策課長  現在監査法人を今回の事業成立性の評価をし得る人材として見込
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んでおります。以上です。  

〇田口  それは、人数としては何人でしょうか。  

〇環境政策課長  一応公益監査法人に委托ということで考えておりますので、人数

というのは監査をする人数ということでよろしいんでしょうか。  

〇田口  法人の組織の人数というのはあると思いますけども、それだけでなく、実

際にどのぐらいの人数が動くだろうと想定されているかということです。  

〇環境政策課長  作業に対応される公認会計士さんなりというのが何人になるかと

いうのは、ちょっと我々もその辺の情報というのは持ち合わせていないんですけど

も、ある程度今回の事業の評価ができる体制で臨んでいっていただきたいとは考え

ております。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、次なんですが、これは該当でないかも

しれないんですけども、一応お尋ねしますね。７ページの大堀川の防災安全課なん

ですが、これは事業が終わった後、土木部の仕事になったりするものなんでしょう

か。  

〇道路整備課長  内容は、大堀川防災レクリエーション公園の件でよろしいでしょ

うか。内容としましては、今年度現地測量とか路線測量、道路詳細設計などを予定

しておりまして、敷地的に公園内の敷地になりますので、管理としては公園管理に

なってくるかと思うんですが、その施工に関しては道路部門で今検討しているとこ

ろでございます。  

〇田口  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、少し戻りますけれども、ページ６の一番上の商業事業補助金について

なんですけれども、こちらがもともとの年間の予算が 1,450万ですか、それに補正が

この金額ということなんですけれども、そのほか年間の予算では商店街活性化事業

というのが 1,500万ですか、こういうのが年間の予算では入って、あとは柏市の商工

会が 336万ということなんですが、この商店街の活性化などですかね、これにかける

予算というのは、すみません、他の自治体、御存じでしたらで結構なんです、と比

べていかがでしょうか。  

〇商工観光課長  商業事業者、商店会に対する補助金というお尋ねでございます。

商工費全体の決算統計上の数字で申し上げますと、中核市の中でも柏市は商工費の

比率が比較的低いと承知しております。今後、観光、スタートアップ支援、様々な

形で産業政策実施しておりますので、そういった商工費の割合というものが高まる

ことと同時に、何より地域経済の活性化につながるような政策というものを取捨選

択の上でしっかりと実現してまいりたいと考えております。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。ぜひいろんなところで商店街が活性化して、そ

れに伴って、言われていますけど、人流が発生するような、駅前だけでなく、そう

いったまちづくりにしていただければありがたいなと思っております。以上です。  

〇松本  まず、デジタル人材育成事業でハローワークの事業との違いについてお示

しください。  
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〇産業政策・スタートアップ推進課長  今回のデジタル人材につきましては、基本

的にはデジタル人材スキルの講習なんですけれども、それに加えて資格試験のフォ

ローアップ、それから就職につながるようなキャリア講座、そういったものを引き

続きやるような講座になっております。以上です。  

〇松本  ハローワークの講座と両方とも受講することはできるんでしょうか。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  それは可能でございます。  

〇松本  次に、ＰＦＡＳの浄水器の設置ですが、補助内容と件数についてお示しく

ださい。  

〇環境政策課長  今回の補助の内容なんですけども、ＰＦＡＳを含めまして、市内

で地下水汚染により井戸の飲用が困難の方を全ての方を対象としております。補助

の内容ですが、まず上水道が整備されていない場合につきましては対象は浄水器の

本体及び設置の費用、補助率は３分の２、限度額 15万円としております。あと、上

水道が整備されているが、井戸に、上水道に未接続の場合、この場合は対象費用と

してはウオーターサーバー及び浄水器の月額使用料、レンタル料を対象としており

ます。補助率は同じく３分の２、限度額は月額 5,000円、こちら補助の期間は最大で

半年間としております。以上です。  

〇松本  件数についてお示しください。  

〇環境政策課長  今回補正予算の編成に当たりましては、おおむね 130件を見込んで

おります。以上です。  

〇松本  このＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの検査は、市民の負担になるのでしょうか。  

〇環境政策課長  現在環境政策課のほうで実施しております地下水調査、これは全

て環境政策課が地下水調査、井戸の所有者、希望者に対して調査実施しております

ので、ここに対して井戸の検査の費用は市民の方は発生しません。ただ、藤ケ谷地

域以外でもし検査を御希望されることとなりますと、現時点では御自身の負担で検

査をしていただくこととなります。以上です。  

〇松本  より下流の地域で心配だから検査したいという方は、どうしたらよろしい

でしょうか。  

〇環境政策課長  現時点では御本人様の費用の負担で検査を実施していただくこと

となります。以上です。  

〇松本  その場合に、基準が決まって、後で補償が受けられるとかいう話になった

場合にどのような手続になるんでしょうか。  

〇環境政策課長  それは、遡ってというような理解でよろしいですか。現時点で井

戸の検査の補助というのが今回の補助対象とはなっておりませんので、今後この補

助制度改正しまして、市民の方からのニーズ、もし井戸検査するので、高いから補

助はないのかなといったお声が届いたら、その時点でこの補助制度の中で井戸の検

査の費用を見ていくのかどうか、それは関係部局と一緒に検討していきたいと思い

ます。以上です。  

〇松本  これは、いずれ排出者に対して賠償を求めないのでしょうか。  



- 34 - 

 

〇環境政策課長  現時点でちょっと原因者のほうが不明なんですけども、もし原因

者が特定された場合には、この辺にかかった費用については協議、相談をしていき

たいと考えております。以上です。  

〇松本  では次に、自治体新電力ですが、バイオマスについてはどのように取り組

まれるのでしょうか。  

〇環境政策課長  現時点で柏市が想定しています自治体新電力の電源としてバイオ

マス発電というのは想定はしていないんですけども、今後将来的に市内の森林の間

伐材の利用を図る必要があるということであればバイオマス発電についても検討し

ていきたいと考えております。以上です。  

〇上橋  自治体新電力の調査について私からも質問させていただきます。午前中の

昨年度決算の審議のときの田口委員の質問あったんですけど、令和５年度のポテン

シャル調査では南北クリーンセンターの蒸気タービンの発電２基と第二最終処分場

跡地の太陽光発電所、これから造るものの３か所の発電所で想定したということで、

今年度のこれから図りたい調査、ポテンシャル調査依頼もこの想定で進めていくの

か、それとももっと令和５年度の調査よりも一歩踏み込んだ調査になっていくのか

というところの違いを示していただければと思います。  

〇環境政策課長  昨年度、令和５年度のポテンシャル調査において、我々環境政策

課としましては柏市における自治体新電力の事業成立性は非常に高いと捉えており

ます。ただ、その一方で、昨今自治体新電力と呼ばれます新電力会社が事業停止で

あったりとか倒産というような状況に追い込まれている会社多数ございます。そう

した状況を踏まえまして、今回の令和５年度のポテンシャル調査で成果が出ました

新電力のキャッシュフローであったりとか財務諸表が本当に適正なのか、本当に財

務面でも事業成立性が高いのかどうかというのを監査法人にジャッジしていただき

たいと考えて今回補正予算で予算を計上しております。以上です。  

〇上橋  御説明ありがとうございます。財務とかで、それはやはり３つというとこ

ろで、松本委員もおっしゃったけど、まだまだ将来の電源幅、第４の発電所とか、

そういうところというのはまだまだかなり先の話になって、別の協議、検討事項に

なるということですかね。  

〇環境政策課長  現在柏市のほうで想定している自治体新電力会社につきましては、

当初は公共施設のみを対象として電力供給を行っていく予定でおります。あと、環

境政策課の事業のほうで現在今年度公共施設への太陽光発電設備の設置の事業も進

めております。基本的には自家消費がメインなんですけども、学校施設などだと土

曜日、日曜日など、あと長期の休みなど学校で自家消費し切れない電力というのが

当然発生しますので、こういった余剰電力も自治体新電力が買い取って、それをま

た公共施設に、さらには将来的には一般の戸建て住宅であったりとか事業所向けに

も電力供給していくのが望ましいと考えております。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。今の学校等の長期休暇中の余剰電力を使うという

のもいい学びになりましたし、よいと思います。ありがとうございます。ほかのバ
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イオマスとか、そういうところになるとちょっとまた脱線しちゃうとあれなので、

議案質疑を外れるといけないので、またの機会にさせていただこうと思います。あ

と、もう少し聞かせていただきたいんですけども、大体次のポテンシャル調査とか

で動き出せるとなれば、その後令和何年度とかにはその会社設立にいけるとかとい

う、タイムスケジュールとかで追いかけているんですか。  

〇環境政策課長  今回の投資適格性評価の結果、公益監査法人においても今回の事

業の成立性高いというような御判断いただいた場合には、当初予算で出資金の予算

を要求して、令和７年度に会社設立の準備進めて、順調にいけば８年度から小売電

力事業が開始できるのではないかなと今考えております。以上です。  

〇上橋  御説明ありがとうございました。期待もしておりますし、また、話しする

機会など今後もさせていただければ幸いでございます。ありがとうございます。  

 あと一つ、私もデジタル人材育成事業のところでも少し質問させていただきたい

と思うんですけども、実際これ何人ぐらい、実績とかもあるとは思うんですけれど

も、大体何件ぐらいできそうかどうか、大体の成果と見通しとか、どう描かれてい

るのか、お答えいただければ幸いでございます。  

〇産業政策・スタートアップ推進課長  今回のデジタル人材につきましては、教室

の関係とかもございますので、１講座 12名ということで予定をしております。以上

です。  

〇上橋  ありがとうございます。この事業、就労支援というのは大事ですので、ま

た告知なども、多分実績もあったりして浸透しているのあるかもしれないんですけ

れども、やはり就労支援、あと失業とか、就労に困っている方、やっぱりいらっし

ゃる印象がありますので、ぜひ推し進めて頑張っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  

〇岡田  ２点ほどお伺いします。最初に、高柳駅東口の整備事業です。これ令和７

年度以降の用地買収等を進めるためというような記載があります。記憶によると、

かなりこれって、コロナの影響とかもあったのか分からないんですけども、遅れて

いるのか、スケジュール的なところちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが。 

〇道路整備課長  今年度も用地買収のお話は一部進めているところではあるんです

が、当初予定しておりました令和８年度の駅広の開通にはちょっと間に合わない状

況ではございますので、ちょっと計画の見直しが必要かなと思っております。以上

です。  

〇岡田  そうなんです。私も前回もたしか用地買収云々という、このくだりを見た

気がしたので今質問したんですけれども、今一部交渉はしていると、さらに不動産

鑑定の費用がまたかかっているということになるんですか。  

〇道路整備課長  今回の補正予算の委託費につきましては、来年度からの交渉の方

を対象に、土地の価格でありましたり家屋の調査に充てるための予算になります。

以上です。  

〇岡田  分かりました。用地買収を少しずつ進めているということで、現在やって
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いて、また来年もやりますということなんですね。分かりました。ありがとうござ

います。  

 もう一つお聞きしたいのがその前の市道 01070号線についてです。これスケジュー

ル的な見通しだけ教えてください。  

〇道路整備課長  まず、柏公園入り口のほうの工事につきましては今年度着手を予

定しておりまして、柏ふるさと公園につきましてはこれから地権者様と契約に至る

予定ではございますが、まだ契約前ですので、一応予定としては来年度の移転先の

撤去でありましたり、移転先の建築計画の見直しでありましたり、企業地の建物の

撤去などの作業が７年度いっぱいかかる予定でございます。  

〇岡田  そうすると、見通しとしてはどのぐらいになるということでしょうか。  

〇道路整備課長  移転先の計画と、あと移転先の農地の転用でありましたり、あと

開発審査会などの手続がございますので、見通しとしましては、令和８年度の工事

の着手が今のところ予定になる感じです。  

〇岡田  完成。  

〇道路整備課長  いいえ、着手の予定です。  

〇岡田  完成の予定は、おおむね、あくまでも予定で。  

〇道路整備課長  ８年度から９年度にかけての感じになってしまうかと思います。  

〇岡田  分かりました。ありがとうございます。以上です。  

〇助川  簡潔に質問させていただきます。地域新電力について、補正予算のところ

なんですけども、地域新電力について幾つか質問させてください。１つ目が地域新

電力について私も期待とリスクに対する不安と両方ある部分でありまして、そうい

った中で地域新電力が今全国で 100社ちょっとあるんですかね。それで、先ほどあっ

た中での倒産、もしくは事業を畳むところも出てきているというお話の中では、倒

産の理由とか、そういったものを分析等はされたんでしょうか。もしされているな

ら、その理由などがあれば教えてください。  

〇環境政策課長  先ほどの答弁の中で、自治体新電力事業停止であったりとか倒産

が多いというような御説明させていただいたんですが、我々の調査した中で主な理

由としては、やはり電力の供給の市場に占める割合が多かった新電力が倒産であっ

たり事業停止に追い込まれていると理解しております。以上です。  

〇助川  そうすると、柏市の場合で考えている部分としては、地産地消というもの

をやろうという方は前から言われていたと思うんですけども、そういったところで

は柏市は足らない電力のところをそこで補おうという理解でよいのか、そうすると

リスクとしてはかなり低いと考えているのか、その辺はいかがでしょうか。  

〇環境政策課長  昨年度のポテンシャル調査の中で事業成立性高いという判断をさ

せていただいたんですけども、そのスキームとしましては、南北クリーンセンター

の余剰電力プラス最終処分場跡地の太陽光、これで大体必要な電力の 45％くらいは

賄えるのかなと、残りの 55％を市場から調達していくことになるんですが、これで

あれば倒産であったりとか事業停止のリスクというのは限りなく低くなるのではな
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いかというように捉えております。以上です。  

〇助川  昨年度でしたっけ、長崎に視察に行かせていただいたときに、ソーラーよ

りもクリーンセンター等での発電力の高さというのに結構注目したところがありま

して、その割合も高かったなという中で、今回柏市の中でのクリーンセンターでの

電力というところがちょっと目を見張るところあったんですけども、そういった中

でちょっと１点お聞きしたいんですけど、これによって例えば現在進んでいる北部

クリーンセンターの改修工事、そういったところと連動していくのか、改修工事と

は別にまたしっかり工事をしていくのか、それによって例えば改修工事の工程が変

わってくるのかとか、その辺でどういうふうになるのかなと、北部クリーンセンタ

ーは百何億かけて今改修工事やっていると思うんですけど、その辺のところはどう

なるんでしょうかね。  

〇清掃施設課長  北部のクリーンセンターにつきましては、令和６年、今年から令

和８年度までの工事となっておりまして、タービン発電機の工事につきましては令

和７年度に実施する予定でおります。令和８年度からは 2,000キロワットに増量した

電力で売電が可能になってくるのかなと今考えております。以上です。  

〇助川  そうしたときには、例えばなんで、その事業の成立性が高いとなったとき

にタービンを設立したい等となったときには、今度は現在の北部クリーンセンター

の工事に対して例えば補正、追加工事議案みたいなものになってくるのか、どんな

ふうになる可能性、今度は議会議案提出としてはどんなふうになる可能性があるん

でしょうか。  

〇環境政策課長  昨年度のポテンシャル調査の中で北部クリーンセンターの余剰電

力の算定に当たりましては、今ほど太田課長のほうで説明しました機関改良後の想

定される調達電力量で見込んでおりますので、なので今後改良工事が終わったから

我々の事業計画に何か大きな影響があるかというと、現時点ではございません。以

上です。  

〇助川  ありがとうございます。あと気になるところとしては、新電力会社って様

々な設立形態を持っているかなと思うんです、全国各社の中で。例えばちょっと見

ているところでは、地域のガス会社が中心になったりとか、ケーブルテレビさんと

か、電力会社さんなんかが中心になったりとか、新たに地域の再エネ開発されたり

という中で、これは柏市の場合が想定しているのは自治体が主導して地域のエネル

ギー会社さんなんかの支援を得て設立するという形なのか、どういう形態をまず今

としてはシミュレーションしているんでしょうかね。  

〇環境政策課長  今回の自治体新電力会社の設立に当たりましては、その役割とし

て地域の課題解決を担っていただきたいと考えております。そういった意味では、

やはりある程度柏市が事業の方向性を決定できるような出資割合が望ましいという

ように捉えております。以上です。  

〇助川  では、出資については柏市も当然していく中での企業と協働していくとい

うところでの割合としては、では半分、例えば 51％以上とか、そういったものの想
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定になるんでしょうかね。  

〇環境政策課長  ある程度市の方針が反映できるような形態が、会社が望ましいと

いうふうに考えておりますので、 51％以上の出資というのはやはり考えなければい

けないというふうに想定しております。以上です。  

〇助川  ありがとうございます。あと、最後なんで、当然今様々な中で環境のほう

でも電気自動車の話だったりとか、小中学校のエアコンの話だったり、様々な形、

電力需要量はかなり多くなってきている中では電気を地産地消で行うというところ

では理解できますので、ぜひ期待とリスクの対応というところではちゃんとてんび

んにかけながら判断してもらえればとは思っております。という意見を付して、す

みません、ありがとうございました。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑ありませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 33号、令和６年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分

について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 33号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  議案第 39号、令和６年度柏市下水道会計補正予算について採決いたしま

す。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 39号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第２区分の審査を終了します。  

 次に、第３区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労様でした。  

 時間も１時間ぐらいちょうどたちましたので、ここで休憩を 10分間入れたいと思

います。  

              午後  １時５５分休憩  

                  〇            

              午後  ２時開議  

〇委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  

                              

〇委員長  次に、議案第３区分、議案第 11号、工事の請負契約の締結について（柏

市最終処分場跡地公園整備工事）、議案第 12号、工事の請負契約の締結について（北

柏駅北口地区２号調整池築造他工事）、議案第 17号、市道路線の認定について、議
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案第 18号、市道路線の廃止について、議案第 19号、字の区域の設定及び廃止並びに

変更についての５議案を一括して議題といたします。  

 本５議案について質疑があれば、これを許します。  

〇上橋  まず、議案第 12号の北柏駅北口の２号調整池について質問させていただき

たいと思います。今回の議案での概略工程表を見ていますと、令和８年１月 30日で

終わるのは貯留槽が地下に入って、そこを埋め立てて今回はおしまいということで

よろしいですか、お願いします。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  委員おっしゃるとおり、今回区画整理事業で整備す

るのはあくまで公園が整備できるような造成工事までということになりまして、そ

の後公園のほうに引き継いだ後に公園整備をその上していただくということになり

ます。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。今課長おっしゃってくれて、聞こうと思ったんで

すけど、要するに公園はその後の事業であって、まず別事業、別予算、別契約とい

うことで聞こうと思ったんですけど、そういうことで、分かりました。ありがとう

ございます。大部課長の範疇でないのかもしれないですけど、その後の公園オープ

ンとかというのはかなり先になるのか、どうなんですか、イメージ。お答えできれ

ばと思うんですけども。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  公園さんとは協議しておりまして、私どもが整備し

ている段階で設計に入っていただけることになっていますんで、多分恐らくこのス

ケジュールでいけば令和８年度に工事着手していただけるような整備の調整を図っ

ていきたいと思っております。以上です。  

〇上橋  ありがとうございました。引き続き進めていただきますようお願いいたし

ます。  

 では、続けて、議案第 11号の最終処分場跡地の公園整備事業、質問させていただ

きます。前も聞いた、別の機会で質問させていただいていること、重複するところ

もあるかと思いますが、また質問お願いいたします。まず、今回東側は新設で、西、

北、南側は既存のところの一部フェンスも取ったりするんでしょうけれども、ある

程度既存の芝生広場とかはそのままで続くという、特別そこに新しいものは今回は

着手はしないということでよろしいですか。  

〇清掃施設課長  既存の整備区域につきましても、駐車場の整備ですとか照明の整

備を行う予定です。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。北とかも市民の利用者も入れるように、今の処理

水とかの施設のところとか、あそこからも入ってくるようになるんですか。  

〇清掃施設課長  北側の出入口も整備されまして、駐輪場ですとか、市民の利用に

合わせた整備をしていきたいと考えています。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。そうなると、処理水とかの搬入、搬出経路と市民

の利用者はかち合ったりはしないように動線切り分けるということで、それもフェ

ンスとかで動線の切り分けは着実にするのか、やっぱり入れないようにそこはする
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んですよね。  

〇清掃施設課長  今後も最終処分場の処理水に関しましては、環境部のほうで維持

管理をしてまいります。その北側出入口の利用者と排水処理の今後も維持管理をし

ていく事業者の動線につきましては、一部重なるところがあるんですが、そこの安

全管理については徹底していきたいと思っています。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。重なるところもあるけれど、もちろん安全管理は、

事故とかあってはならないので、お願いいたします。今のお示しいただきましてあ

りがとうございました。安全などは、やはり利用者もある程度気になったんですけ

ども、事故などはならないように、子供、大人含めて、あとリハビリの人とか、そ

ういう利用者も使われるというところイメージとしてはあるし、そういう場所にな

ってほしいと思います。事故とかはならないように、もちろん全庁でいろんな部署

も含めてしてくださると思いますけれども、ちゃんと事故がなく、そしてまた市民

が使っていけるようなことをお願いしたいのと、またそれてはいけないんですけれ

ども、適正な利用ができるような、トラブルにならない、みんなが使えるみんなの

場所になるようにもちろん進めてくださっていると思いますし、それを続けていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうござ

います。  

〇田口  お願いいたします。それでは、 11号です。最終処分場跡地の公園ですけれ

ども、お隣に市立柏病院があるということで、この病院にとっても公園が整備され

ることでいいことになるのかなと思うんですけれども、ただ、何にも私もあんまり

詳しく知らないものですから、かつては市立病院の隣に最終処分場があったと、こ

れだけを聞くとやや違和感がある、そういうことなんですけれども、そのことを含

め、これまでに至る歴史的経緯というもの、大まかにで結構ですので、お知らせい

ただければと思います。  

〇清掃施設課長  布施の最終処分場におきましては、昭和 53年に今整備済みの旧処

分場の区域、整備済みの区域を最終処分場として利用開始いたしました。その後旧

処分場がいっぱいになったことを受けまして、その後現在これから整備を進めてい

きます新処分場、新しく整備する部分につきまして平成４年から最終処分場として

の利用を進めてきたところでございます。布施の最終処分場におきましては、最終

処分場ということで近隣の方々に迷惑のかからないように安全に対しても環境に対

しても配慮を行いながらこれまで進めてきたところでございますし、今回の工事に

つきましても利用者含めまして周辺にできるだけ迷惑のかからないように進めてま

いりたいと思います。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは、

この最終処分場が造られるときに防水シート、これが周りに張り巡らされ、その上

に焼却灰が埋め立てられたと思うんですけれども、この防水シートの素材と耐久性

についてお伺いしてよろしいでしょうか。  

〇清掃施設課長  耐水シートにつきましては、合成ゴム製になっておりまして、そ
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の耐久性につきましては一概に示すことは難しい状況です。ただ、耐水ゴムシート

につきましては、浸出水、酸性雨、アルカリ水などに対して安定でありまして、微

生物に対しても侵されにくいと考えられております。耐水ゴムシートの劣化につき

ましては紫外線による影響が大きいと言われておりまして、その対策としましては、

耐水ゴムシートの上には遮光シートを覆って対策を取っているものでございます。

また、土の中の環境での劣化は少なく、紫外線や温度変化の影響を受けにくいため、

長期的な耐久性は高いと考えられております。耐久性を期間で示すことはなかなか

難しい状況ですけども、処理水の状況ですとか周辺の井戸の監視を続けていくこと

で遮水シートが万が一劣化した場合は早期に発見できるように監視してまいりたい

と思っています。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、この水処理施

設についてなんですけれども、大雨が降ったときに水処理施設の処理能力を超えて

焼却灰の成分が漏出する可能性というのはないでしょうか。  

〇北部クリーンセンター所長  今おっしゃられたことは、考えられないと思ってい

ます。ただ、大雨が降った場合、今まで経験したことございませんが、水処理施設

の調整池、これを上回るような水が地表面から流れ、また地中から流れてきたとき

には可能性は全くゼロではないと思いますが、現時点では発生してございません。

それしか言えなくてすみません。以上でございます。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、岡田委員も触れられた公園としての機

能なんですけれども、遊具についてですが、現在のところはどういうふうな想定が

されていますでしょうか。  

〇清掃施設課長  遊具につきましては、新しく整備します区域におきまして多目的

広場をまず設けまして、その両側に幼児用遊具広場、あとは児童用の遊具広場を分

けて設置する予定でおります。以上です。  

〇田口  よろしくお願いいたします。  

 それでは、 12号に移ります。こちら２号調整池ということなんですけれども、私

直接は詳しくは分からないんですが、１号調整池の工事で大変苦労されたと聞いて

おりますけれども、この反省点は生かされているのでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  １号調整池のときの反省点と申しますか、地下水位

が当初調査したときよりも想定以上に高かったことによって変更させていただいた

事案がございました。そのときに、実は調整池を造った場所のちょっとずれたとこ

ろのボーリングデータを採用していたことで差異が生じたんではないかということ

が疑義になったところです。今回ジャストポイントでボーリングデータを取って調

査しておりますんで、私どもとしては地質、地下水位は完全把握しているつもりで

はございますが、どうしても水位というのは時期によって変わったりとか状況で変

わってくることがございますんで、以前に比べれば詳細に調査して発注しているつ

もりでございます。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。それでは、そのボーリング調査なんですけれども、
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最深部の深さと、それから本数を教えてください。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  調整池の躯体の中でボーリングデータを取った場所

は１か所でございます。ただ、深さは、ちょっと今ボーリングデータが手元にござ

いませんので、申し訳ございません。詳細は、ちょっと報告書がないのでお答えで

きないんで、また後ほど。  

〇委員長  それでは、後で報告をお願いいたします。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  報告書のほうを提出させていただきます。  

〇松本  11号について、市立柏病院の建て替えが予定されています。どのような使

われ方になるんでしょうか。工事の中でも多少使っていくという話があったんです

けども、いかかですか。  

〇清掃施設課長  隣接する市立柏病院の患者さんや利用者の有効活用について今検

討しているところでございます。最終処分場跡地の整備済区域に病院から直接出入

りできる出入口を設けまして、相互に往来ができるようにしまして、市立柏病院や

はみんぐの利用者が散歩やリハビリなどで利用できるように両敷地の一体的な活用

について、病院の整備計画、今後実施計画が検討されますので、その中で考えてい

きたいと思っています。なお、工事中の最終処分場の利用につきましても、駐車場

ですとか仮設の事務所の設置につきまして利用する可能性があるということで今相

談を受けていまして、そちらについても地元と連携を取りながら協力していきたい

なと考えております。以上です。  

〇松本  工事の利用の場所を決める時期と最終形態を決める時期はいつですか。  

〇清掃施設課長  病院の実施設計の中で決めていくものだと思っていまして、今病

院が実施設計の事業者を選定している最中だと聞いております。最終処分場の活用

につきましては、工事が始まって、実際に病院の中の敷地内でどうしてもさばき切

れない場合に最終処分場を活用していきたいというお話を伺っておりますので、時

期等につきまして、また利用する場所等につきましてはまだ未定でございます。以

上です。  

〇松本  市立病院と高低差がありますけれども、その高低差の解消はどうするので

しょうか。  

〇清掃施設課長  おっしゃるとおり高低差があるところでございますが、ちょうど

はみんぐの建物の付近が一番高低差が低いところとなっておりまして、その部分で

高低差を解消しながら、一体的に活用できるような計画をしていきたいなと考えて

います。以上です。  

〇松本  続いて、動線について伺いますが、車はどのように県道から入るのでしょ

うか。  

〇清掃施設課長  一般のお客様につきましては、整備後につきましては県道に面す

る南口の駐車場、あとは東側の駐車場から入っていただくこととなります。以上で

す。  

〇松本  県道、慢性的な渋滞もありますし、また結構歩道も狭くて危ないところな
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んですけれども、その点の安全対策はどうされるのでしょうか。  

〇清掃施設課長  駐車場の台数につきまして、集中しないように南側の出入口と東

側の出入口に分けているところでございます。今後実際のその利用の状況を見まし

て、管理部署とも協議しながら検討してまいりたいと思います。以上です。  

〇松本  この公園でイベントを行うことはあるのでしょうか。  

〇清掃施設課長  周辺の町会の皆様が活用することはあるかと思いますが、今後の

管理につきましては都市部とも連携しながら進めていくこととしておりますので、

協議しながら適切に対応してまいりたいと思います。以上です。  

〇松本  この最終処分場の入り口の辺りは住宅街へ抜け道と使われたりして問題が

発生していますが、その認識はありますでしょうか。  

〇清掃施設課長  県道部分につきましては、細い道路がいろいろと錯綜していまし

て、車が県道に出るときにとても注意が必要なことは認識しておりますが、なかな

かその解消方法につきましては現在のところ難しい状況です。以上です。  

〇松本  安全対策をきちんとしていただくよう要望いたします。  

 続いて、 12号ですが、ここは公園として面積が数えられるのでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  これは、私どもの区画整理の中での整備の公園面積

の中に計上されます。以上です。  

〇松本  そうすると、調整池と公園と二重に計上されることになりますか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  公園面積の中に調整池が占用するような形になりま

す。以上です。  

〇松本  それから、この場所は東側の我孫子市側からも雨水は流れてこないでしょ

うか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  本管のほうで路面排水とかは管路の中に入っている

んですけど、私どもの調整池に入ってくるのは区域内の水が入ってくるように計画

されております。以上です。  

〇松本  我孫子市側であふれていた場合に、この２号調整池に道路表面から入って

きたりしないんですか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  我孫子市側の水は、本管のほうの大堀川のほうが流

末になっておるんですけれども、私どもの整備する面積の雨水がそこに直接流入す

るのに時間差が生じているだけで、我孫子市側のやつは調整池を経ないで流末のほ

うに入っていくような状況になっております。以上です。  

〇松本  続いて、 17号、 18号です。 17号の整理番号７番、私道の寄附、松ケ崎です

が、ここはどのような経緯で寄附されたのでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  こちら整理番号７番につきましては、経緯のほうを申し上

げますと、平成 19年度から 22年度にかけてここの当該道路、こちらの南側のほうで

開発されるということで、地域の町会から交通環境悪化するということで、市道認

定をしていないという経緯がございました。今回当時反対していた町会、またその

隣の町会、またそれを取りまとめているふるさと協議会の会長から、恒久的な維持
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管理ということで市のほうに帰属したい、私道だったので帰属したいという要望が

ありましたんで、今回市道認定ということで議案のほうを上程させていただきまし

た。以上です。  

〇松本  今この道路の問題は認識しているというお話だったんですけれども、住宅

地を抜け道として通られるのではないかというような懸念が以前からありました。

その点は、現在どうなっていますでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  当時町会等も当初結構車がばんばん通るというのを想定し

ていたと思うんですけれども、それよりも私道ということで、今回防災、日常生活

や緊急時に欠かせない道路、将来にわたって私道というよりも市のほうで管理して

もらって恒久的に公共道路としたいということで今回要望いただいて、我々が市道

認定とした次第でございます。以上です。  

〇松本  次に、整理番号の２番の 03314号線、北柏駅北口駅前の通りですが、これは

廃止のところで整理番号１番、30693号線と同じように見えますが、これは何なんで

しょうか。  

〇次長兼道路総務課長  廃止につきましては、これは従前の駅前に行く道路で、こ

こは従前のほうは車が通れて、あとお店等も隣接している道路でございました。今

回土地区画整理事業によってここの道路のほうが改修されて歩行者専用道路という

ことになりましたんで、全く機能が変わったということで、従前の道路を廃止して、

新しい道路、区画整理でできた新たな道路を認定したという流れでございます。以

上です。  

〇松本  それは、変更では何か問題あったんでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  変更という手段も可能かというのもあるかもしれないし、

新たに道路が生まれ変わったというので今回前のやつを廃止して、新たに道路にし

たということと、あと路線番号のほうが廃止のほうが路線番号が 30693というもので、

これ一般道路、車も通れる道路という路線番号でして、新たな区画整理によってで

きたのが歩専道でということで、最初の 0331、最初に 03というのが歩行者専用道路

の路線番号となりましたので、我々としましては廃止して、新たに再認定を判断し

たという次第でございます。以上です。  

〇松本  次に、整理番号３番の 0331号線なんですが、これは今はどのような認定に

なっているんでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  現在のこの 0331号につきましては、国道から階段で下りて、

ここも市道認定しているんですけども、下の袋小路の道路のほうに接続する階段状

の道路ということになります。以上です。  

〇松本  ここは、廃止はされないんですか。  

〇次長兼道路総務課長  廃止はしておりません。以上です。  

〇松本  この道は、自転車は通れますか。  

〇次長兼道路総務課長  こちらのほうは階段で、車のほうは通れない階段となって

おります。以上です。  
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〇松本  我孫子方面から来ると自転車の方が大変かわいそうなところで、引き返し

て北柏駅のほう回っていったりするんですけれども、そこを押してでも通れるよう

にというようなことは検討されなかったんでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  もともと国道から坂の下にある市道のほうが距離が短いと

いうとことで、ある程度勾配がついてしまうということでして、今回やむを得ず階

段、歩行者のみが通るという道路とした次第でございます。以上です。  

〇佐藤  議案番号 19号についてお伺いしたいです。字区域の設定及び廃止並びに変

更についてと、これは字区域の設定というのは柏インター西及び新大青田とするこ

とで承認と書いてあるんですが、この２つを指すんですか。  

〇市街地整備課長  御指摘のとおりです。  

〇佐藤  変更というのは何を指すんですか。  

〇市街地整備課長  字の区域のいわゆる大青田の区域の変更ということになります。

もともと１つだったものが、もっとこの区域以外にも大きく広いエリアで大青田と

いう大字の区域界があるんですけども、その区域界を変更するということでござい

ます。以上です。  

〇佐藤  じゃ、例えば柏インター西の大青田字出山、ここを変更するというふうに

理解していいんですか。  

〇市街地整備課長  もともとの大青田字、今の御指摘の出山というところが廃止を

されるということになります。以上です。  

〇佐藤  最後に、この区画整理事業組合員、地権者、これ何名ぐらいいるんですか。  

〇市街地整備課長  組合員の数が令和６年４月現在で 74名となっております。以上

です。  

〇佐藤  最後に、組合員の数イコール地権者の数と思っていいんですか。  

〇市街地整備課長  基本的にはそのような理解いただければと思います。以上です。 

〇委員長  ほかに質疑ありませんか。（私語する者あり）  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  先ほど田口委員からの御質問の回答が分かりました

ので、お答えさせていただきます。ボーリングデータは１か所と申しまして、それ

は間違いないんですけれども、今の現地盤からボーリングは深さが 21.45メートルま

で掘っております。 状況としましては 、 ＧＬから９ メートル まで軟弱地盤層で、

1 9 . 4メートル でＮ値 5 0の支持層 というか、硬い層がくると、水位は非常に浅くて

2.5メートルのところから水が出てくるような状況であるということが分かってお

ります。以上です。  

〇委員長  よろしいですか。   なければ質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 11号、工事の請負契約の締結について（柏市最終処分場跡

地公園整備工事）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  
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 よって、議案第 11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 12号、工事の請負契約の締結について（北柏駅北口地区２

号調整池築造他工事）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 17号、市道路線の認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 18号、市道路線の廃止について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 19号、字の区域の設定及び廃止並びに変更について採決い

たします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審査を終了いたします。  

 次の日程ですが、決算の意見・要望の取りまとめを行うため、 10月の１日火曜日

10時より開催いたします。  

                              

〇委員長  以上で本日の建設経済環境委員会を閉会いたします。  

              午後  ２時３１分閉会  


